
わ
が
国
塩
業
労
働
に
１
わ
け
ろ
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
一

１
－
特
に
、
塊
業
に
お
け
る
親
方
制
度
の
推
移
に
関
連
し
て
の
一
試
論
－

大
　
山

敷
　
太
　
郎

一二三

は
し
が
き

塩
業
労
働
に
、
お
げ
る
封
建
性
の
縁
由

一
　
塩
業
に
お
げ
る
地
主
と
小
作
人
ど
の
関
係

二
　
塩
業
経
営
者
（
小
作
人
）
と
労
働
者
と
の
関
係

塩
業
労
働
に
お
げ
る
封
建
性
の
顕
現

一
　
塩
田
小
作
関
係
に
お
げ
る
封
建
性
の
顕
現

　
　
Ｈ
撮
業
に
お
い
て
小
作
形
態
が
支
配
的
な
理
由

　
　
↑
栴
田
小
作
関
係
に
お
け
る
封
建
性
の
実
態

二
　
塩
業
労
働
組
織
に
お
け
る
封
建
性
の
顕
現

　
　
Ｈ
撫
業
労
働
に
お
け
る
二
部
門

三

↑
塩
田
の
構
造
お
よ
び
そ
の
作
業
内
容

臼
塩
業
労
働
組
織
に
－
お
け
る
封
建
性
（
以
上

　
「
法
と
経
済
」
第
一
一
七
・
一
一
八
号
所
載
）

賃
銀
形
態
に
お
け
る
卦
建
性
の
顕
現

Ｈ
雇
傭
方
法
に
、
抽
け
る
封
建
性

白
現
物
給
与
制
に
嘉
け
る
封
建
性

臼
前
貸
制
に
。
拍
け
る
封
建
性

的
歩
合
制
（
類
似
）
に
拍
け
る
封
建
性
（
以

　
上
本
号
）

　
　
　
三
　
賃
銀
形
態
に
お
け
る
封
建
性
の
顕
現

　
さ
き
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
塩
田
所
有
主
す
な
わ
ち
地
主
が
、
自
己
の
所
有
す
る
塩
田
を
、
み
ず
か
ら
経
営
し
て
、
塩
業

に
従
事
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
例
外
で
あ
つ
て
、
多
く
の
場
合
、
地
主
の
土
地
を
賃
借
す
る
小
作
人
が
、
同
時
に

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
拍
け
る
封
蔓
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
申
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

塩
業
瞥
営
者
と
し
て
、
労
働
者
を
雇
う
て
製
塩
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
の
場
合
を
通
じ
て
、
経
営
者
に
雇
傭
せ
ら

れ
る
労
働
者
の
う
け
る
賃
銀
の
彩
態
が
、
果
し
て
、
如
何
な
る
態
様
に
あ
る
か
、
そ
こ
に
、
封
建
性
が
如
何
に
顕
現
せ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
、
わ
た
く
し
の
当
面
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
下
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
、
こ
の
問
題
を
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
み
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
ま

ず
、
こ
れ
ら
の
前
提
と
し
て
の
、
塩
業
に
お
け
る
雇
傭
方
法
ン
、
の
も
の
に
お
け
る
封
建
性
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
、
，
必
要
だ
ろ
う

　
、
　
　
　
　
ｏ

と
周
う

　
Ｈ
雇
傭
方
法
に
お
げ
る
封
建
性
塩
業
経
営
者
が
そ
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
方
法
と
し
て
は
、
大
別
し
て
、
原
則
と
し
て
、
通
年
雇

傭
と
期
間
雇
傭
と
の
二
種
が
あ
る
。
こ
一
し
で
、
通
年
雇
傭
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
年
間
を
通
じ
て
雇
傭
す
る
も
の
で

あ
り
、
期
問
雇
傭
と
い
う
の
は
、
労
働
需
要
の
最
も
多
い
比
較
的
短
時
日
だ
け
、
若
し
く
は
、
更
に
、
全
く
臨
時
的
だ
け
の
雇
傭
を

い
う
。
と
こ
ろ
で
、
な
お
、
前
者
は
、
結
局
に
お
い
て
、
連
年
継
続
的
に
雇
傭
さ
れ
る
の
が
、
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
し
、
後
者
に
あ

っ
て
さ
え
、
雇
傭
関
係
は
固
定
化
し
勝
ち
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
契
約
と
し
て
、
更
新
せ
ら
れ
る
点
に
注
目
さ
丸
ね
ば
な

ら
な
い
〔
尤
も
、
ひ
ろ
く
雇
傭
方
法
と
い
え
ば
、
賃
銀
支
給
方
法
の
如
き
も
、
こ
れ
に
・
含
ま
れ
る
か
と
思
う
が
、
こ
れ
に
・
関
し
て
は
、
項
を
別
に
し

て
後
に
説
明
す
る
〕
。

　
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
要
す
る
に
、
塩
業
に
お
け
る
労
働
需
要
の
委
櫛
的
繁
閑
、
乃
至
は
塩
業
労
働
に
対
す
る
自
然
的
制
約
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
惜
は
、
農
・
漁
業
等
に
あ
っ
て
も
み
ら
れ
、
か
な
ら
ず
し
も
、
塩
業
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。

農
．
漁
業
等
に
お
け
る
労
働
に
、
季
節
的
繁
閉
が
あ
り
、
叉
、
こ
れ
ら
が
、
天
候
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
れ
勝

ち
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
よ
り
も
、
塩
業
労
働
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
情
が
、
一
層
力
強



く
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
現
在
ま
で
の
よ
う
な
生
産
方
法
に
よ
る
か
ぎ
り
、
　
塩
業

〔
特
に
採
餓
部
門
に
っ
い
て
で
あ
る
が
〕
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
季
節
的
乃
至
は
自
然
的
制
約
が
、
も
つ
と
も
力
強
く
作
用
せ
ら
れ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
・
漁
業
等
に
あ
つ
て
も
、
委
節
に
よ
つ
て
繁
閉
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
農
業
に

あ
っ
て
・
最
も
繁
忙
を
極
め
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
播
種
（
植
付
）
と
収
穫
の
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
時
期
と
い
え
ど

も
・
決
し
て
、
閉
散
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
な
く
、
年
間
を
通
じ
て
、
そ
れ
ジ
、
れ
の
作
業
を
必
要
と
す
る
。
叉
、
糠
業
に
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
多
少
の
繁
閉
は
あ
る
に
し
て
も
、
漁
獲
対
象
の
異
な
る
に
従
つ
て
、
こ
れ
は
、
相
当
程
度
分
散
平
均
化
さ
れ
る
の
が
実
状

な
の
で
あ
る
。
更
に
又
・
天
候
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
に
制
約
さ
れ
る
と
は
い
え
、
農
．
漁
業
に
あ
つ
て
は
、
例
え
ば
、
降
雨
期

に
、
全
然
そ
の
作
業
が
不
可
能
と
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
ノ
し
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
・
塩
業
の
採
鹸
労
働
に
あ
っ
て
は
、
夏
期
最
も
太
陽
熟
が
強
く
、
且
つ
日
照
時
間
が
衣
が
い
時
期
が
、
い
う
ま
で
も
な

く
・
最
も
生
産
能
率
を
挙
げ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
作
業
が
繁
忙
を
極
め
、
労
働
需
要
が
最
大
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
冬
期
、

太
陽
熱
が
微
弱
で
、
日
照
時
間
も
短
か
い
時
期
は
、
全
く
こ
の
間
の
事
情
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
且
叉
、
こ
れ
に
あ

っ
て
は
・
降
雨
お
よ
び
そ
の
直
後
の
日
時
と
い
う
も
の
は
、
作
業
は
全
く
不
可
能
だ
と
い
う
、
不
可
避
的
な
、
力
強
い
制
約
を
免
が

れ
得
な
い
の
、
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
実
情
の
も
と
に
あ
っ
て
、
塩
業
経
営
者
と
し
て
、
年
間
を
通
じ
て
、
一
定
数
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
の
は
、
単
に
不

必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
ま
た
、
事
業
経
営
上
不
利
益
、
不
合
理
で
あ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ね
凧

な
ら
な
い
。
塩
業
経
営
者
が
、
そ
の
必
要
と
す
る
労
働
者
を
雇
傭
す
る
の
に
、
通
年
雇
傭
と
期
間
雇
傭
と
を
収
別
す
る
の
が
通
例
で

あ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
ゆ
え
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
わ
が
国
塩
秦
労
働
に
．
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
号
）
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
と
こ
ろ
で
、
単
に
、
塩
業
経
営
者
が
、
労
働
者
を
雇
傭
す
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
、
通
年
雇
傭
と
期
間
雇
傭
と
に
区
別
す
る
と
い

う
事
実
だ
け
か
ら
は
、
，
そ
こ
に
お
け
る
封
建
性
の
存
在
を
指
示
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
次

に
進
ん
で
、
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
、
塩
業
労
働
で
の
封
建
性
が
不
可
避
と
せ
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
泳
を
究
明
し
な
・

く
て
は
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
’
一
応
、
こ
の
よ
う
な
塩
業
労
働
者
の
雇
傭
方
法
の
実
態
そ
の
も
の
を
か
え
り
み
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
さ
き
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
地
方
六
に
よ
っ
て
、
そ
の
呼
称
こ
そ
、
親
方
・
棟
梁
（
頭
領
）
・
大
工
・
庄
屋
』
番
頭
等
一

区
六
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
親
方
と
総
称
せ
ら
る
べ
き
頭
分
の
も
の
が
、
塩
業
労
働
に
、
か
な
ら
ず
存
在
し
た
、
彼
等

は
、
技
術
熟
練
者
と
し
て
、
経
営
者
か
ら
高
く
評
価
、
信
頼
せ
ら
れ
、
他
の
一
般
労
働
者
に
対
し
て
、
指
導
的
立
場
に
あ
る
の
は
、

も
ち
ろ
ん
、
更
に
、
労
務
管
理
者
的
立
場
に
立
っ
て
、
他
の
労
働
者
の
取
締
・
監
督
を
も
一
任
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
製
塩
成
績
そ
の

も
の
さ
え
が
、
彼
等
の
責
任
と
せ
ら
れ
た
こ
と
が
稀
で
な
い
。
そ
し
て
、
．
こ
こ
に
問
題
と
す
る
雇
傭
方
法
の
み
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、

経
営
者
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
親
方
を
雇
傭
し
、
爾
余
の
労
働
者
（
浜
子
）
の
雇
傭
乃
至
は
そ
の
解
雇
ま
で
も
、
全
く
こ
の
親
方
に
一

任
し
て
い
る
場
合
が
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
別
の
表
現
を
以
て
す
れ
ば
、
一
般
浜
子
の
雇
傭
．
解
雇
共
に
、
．
親

方
の
特
権
親
せ
ら
れ
だ
わ
け
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
一
般
浜
子
に
対
す
る
親
方
の
権
威
高
く
、
そ
こ
に
、
当
然
、
封
建
的
隷
属
関
係
’

が
胚
胎
‘
し
た
も
の
で
あ
っ
た
〔
こ
の
点
に
１
関
連
し
て
、
な
拍
親
方
に
ょ
る
賃
銀
一
括
払
の
間
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
’
て
は
、
賃
銀
支
給
方
法

と
し
て
、
後
述
す
る
〕
。
こ
の
際
、
な
お
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
親
方
と
し
て
も
、
経
営
者
に
対
し
て
は
、
や
は
り
叉
、
同

じ
く
、
あ
る
い
は
、
よ
り
一
層
に
、
封
建
的
隷
属
関
係
に
お
か
れ
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
「
稼
夫
心
得
書
」
な
ど
と
い
つ
て
、
一

般
に
労
働
者
の
心
得
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
あ
っ
て
、
特
に
親
方
に
対
し
て
は
、



　
一
『
奉
公
人
（
親
方
の
こ
と
た
る
も
の
は
、
稼
人
の
漢
範
た
る
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
自
ら
の
稼
方
に
優
等
な
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、

　
外
稼
夫
の
不
行
達
の
点
あ
ら
ば
、
充
分
侭
之
を
訂
正
し
、
且
之
を
補
助
す
べ
き
こ
と
』

と
か
、
あ
る
い
は
、

　
『
今
日
奉
公
人
は
、
梢
も
す
れ
ば
、
旦
雇
拉
の
稼
方
を
な
し
て
、
足
れ
り
と
な
せ
ど
も
、
元
来
奉
公
人
は
、
已
に
雇
附
方
に
於
て
、

　
旦
雇
と
は
大
い
に
異
り
た
る
も
の
な
れ
ば
、
持
阿
増
鍬
・
後
浜
引
廻
す
如
き
は
、
勿
論
、
万
事
浜
の
利
益
を
心
掛
け
、
日
永
昼
休

　
あ
る
と
き
も
、
諾
稼
人
に
先
ち
出
勤
す
、
へ
き
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
凹

な
ど
と
申
渡
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
地
方
に
よ
っ
．
て
は
、
子
方
た
る
一
般
労
働
者
が
逃
亡
も
し
く
は
同

盟
麗
業
等
を
な
し
た
た
功
、
雇
主
た
る
経
営
者
に
損
讐
セ
及
ぽ
し
た
と
き
は
、
親
方
と
し
て
、
こ
れ
が
損
害
賠
償
の
責
に
任
ず
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

旨
規
定
せ
ら
れ
て
い
１
る
も
の
さ
え
あ
る
。
か
く
て
、
親
方
が
子
方
に
対
し
て
権
威
を
有
し
た
と
い
う
の
も
、
一
面
、
に
お
い
て
は
、
か

く
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
、
雇
主
た
る
経
営
者
の
利
益
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
る
べ
き
で
な
い
と
思
う
。
親
方
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
、

め
て
１
の
労
働
者
め
雇
傭
契
約
証
を
呼
ぶ
に
、
「
奉
公
約
定
証
」
と
い
っ
た
封
建
的
呼
称
を
以
て
し
た
事
実
は
、
端
的
に
こ
れ
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

て
い
る
つ
愛
媛
県
越
智
郡
波
止
浜
地
方
に
関
し
て
、
「
塩
業
組
織
調
査
書
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
目
く

’
『
従
事
者
中
に
は
、
期
雇
・
臨
時
雇
の
別
あ
り
。
而
し
て
、
期
雇
は
叉
、
浜
大
工
（
製
撫
従
業
者
の
棟
梁
に
し
て
、
一
塩
戸
一
人
〉
、
、

　
浜
子
（
採
鱗
作
業
丁
従
事
す
る
も
の
、
一
撫
戸
五
人
乃
至
七
人
）
・
炊
（
製
盧
作
業
の
雑
業
、
炊
事
等
に
従
事
す
る
も
の
、
一
塩
戸
一
人
）
・
釜

　
焚
（
釜
焚
－
夫
人
し
て
、
一
撫
戸
二
人
交
祷
に
て
、
目
鎧
と
夜
釜
と
に
区
分
す
、
日
釜
は
浜
大
工
多
く
之
を
兼
ぬ
ソ
の
名
称
区
分
あ
り
、
・
…
－
臨
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
一
－
雇
は
、
持
旦
履
・
起
旦
履
・
寄
せ
子
・
跡
寄
せ
、
晩
引
等
の
名
称
区
分
あ
り
。
…
…
而
し
て
、
之
が
雇
入
・
解
免
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
■
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
“
　
、
　
、
　
、

　
特
に
取
定
め
な
き
も
、
従
来
の
慣
習
に
依
れ
ば
、
最
初
製
塩
者
に
於
て
浜
大
エ
．
（
棟
梁
）
の
選
定
雇
入
を
為
し
、
浜
子
以
下
の
従
業

　
　
わ
が
国
塩
藁
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
一
号
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
■
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
○
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、

者
は
、
多
く
は
浜
大
工
の
人
選
に
依
り
雇
入
を
為
す
。
而
し
て
、
雇
入
確
定
の
上
は
、
奉
公
約
定
証
を
差
鴫
さ
し
む
。
浜
大
工
は

製
塩
場
に
居
宅
と
些
少
の
紬
地
を
給
せ
ら
れ
、
家
族
と
共
に
常
住
し
、
製
塩
作
業
一
切
の
主
宰
を
為
し
、
殆
ん
ど
世
襲
的
な
る
も
、

奉
公
約
定
は
一
箇
年
毎
に
更
改
す
。
浜
子
・
炊
・
釜
焚
等
は
、
毎
年
三
月
十
八
日
よ
り
九
月
二
十
日
迄
を
一
期
（
多
少
の
伸
縮
を

　
免
れ
ず
）
と
し
て
、
奉
公
約
定
を
為
す
』

云
点
と
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
コ
雇
傭
契
約
証
」
の
内
容
を
検
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
、
『
奉
公
表
六
』
と
か
、
『
召
抱
云
ん
』

と
か
い
っ
た
、
封
建
的
な
用
語
が
看
取
せ
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
、
全
体
と
し
て
封
建
性
ゆ
た
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

よ
っ
て
、
次
に
、
そ
の
一
例
を
示
そ
う
。
目
く
、

『
一一一一一一－

、、、、、、、

　
　
　
　
定
　
　
　
約
　
　
　
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
■
　
　
○
　
　
、
　
　
■
　
　
○

今
般
貴
殿
製
塩
莱
に
関
し
、
拙
者
を
浜
丁
に
召
抱
へ
被
下
候
上
は
、
左
の
条
項
無
違
背
、
吃
度
履
践
可
仕
候
事

使
役
の
難
易
に
依
り
、
給
銀
及
旦
給
等
の
義
、
一
切
申
出
間
敷
候
事

塩
田
稼
業
中
は
勿
論
、
貴
殿
の
指
示
に
従
ひ
、
貴
段
の
不
利
益
に
不
相
成
様
万
事
注
意
相
働
可
申
候
事

、
　
　
、
　
　
、
　
　
．
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
○
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

病
気
其
他
差
支
等
に
て
、
持
浜
当
日
欠
勤
す
る
と
き
は
、
其
欠
勤
当
Ｒ
は
、
日
割
日
当
よ
り
二
割
増
加
し
控
除
せ
ら
る
る
も
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、

吐
口
無
之
侯
事

　
　
但
し
、
十
日
以
上
引
続
き
病
気
に
て
欠
勤
一
の
と
き
は
、
右
増
加
は
御
容
赦
被
下
候
事

持
浜
当
日
の
欠
勤
は
、
半
日
と
雛
も
一
日
の
欠
勤
と
し
、
差
引
相
成
も
、
吐
口
無
之
候
事

給
金
一
箇
年
…
－
…
叉
は
日
給
・
…
…
：
の
定
め
に
候
事

被
雇
期
間
は
、
明
治
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
　
日
よ
り
向
満
　
　
箇
月
に
候
事



一一一一一
、、、、、、、、

給
金
の
前
借
金
額
は
、
貴
殿
の
御
指
図
に
従
候
事

病
気
其
他
不
得
止
事
情
の
為
め
、
暇
を
乞
ひ
候
節
は
、
給
金
の
借
越
は
直
に
御
返
納
可
申
候
事

給
金
前
借
の
と
き
は
、
請
人
連
響
の
前
借
金
及
本
人
不
履
行
の
と
き
は
、
請
人
代
て
履
行
す
へ
し
と
の
証
書
を
差
入
可
申
候
事

本
人
小
家
入
前
及
解
散
後
死
亡
す
る
と
き
は
、
前
借
金
叉
は
借
越
金
は
、
詩
人
よ
り
埼
明
可
申
侯
事

奉
公
中
死
亡
し
た
る
と
き
は
、
借
越
金
は
貴
殿
に
於
て
御
負
担
被
下
候
も
、
小
旦
雇
の
前
借
金
は
、
請
人
に
於
て
埼
明
可
坤

侯
事

奉
公
ヰ
兵
役
若
し
く
は
病
気
等
に
依
り
暇
を
乞
ふ
と
き
は
、
借
越
金
は
給
金
元
率
に
翅
り
、
月
割
日
割
を
以
て
精
算
し
、
請

人
よ
り
却
時
埼
明
け
可
申
候
事

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
．
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

叉
、
却
時
返
金
を
怠
り
た
る
と
き
は
、
返
納
義
務
を
生
し
た
る
日
よ
り
、
其
賃
金
に
二
割
を
附
し
弁
償
可
仕
候
事

御
指
示
の
業
務
規
定
に
違
背
し
た
る
為
め
、
御
浜
所
に
於
て
事
務
所
よ
り
過
怠
金
を
課
せ
ら
れ
た
る
と
き
は
、
其
過
怠
金
を

給
金
叉
は
賞
与
金
よ
り
御
差
引
相
成
る
も
、
吐
口
無
之
候
事

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
Ｄ

奉
公
中
誓
約
若
く
は
本
定
約
違
背
に
依
り
、
解
雇
せ
ら
れ
た
る
と
き
、
叉
は
拙
者
よ
り
正
当
の
事
由
な
く
解
約
し
た
る
と
き

　
、
　
　
　
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
、
借
越
金
に
付
て
は
、
第
一
期
前
借
金
高
に
左
の
割
合
を
附
し
、
直
に
返
済
し
、
若
し
本
人
能
は
ざ
る
か
、
叉
は
之
を
怠
一

り
た
る
と
き
は
、
請
人
よ
り
弁
済
可
仕
候
事

　
　
　
一
第
二
期
借
以
前
は
、
三
割
を
附
加
す
る
こ
と

　
　
　
一
第
三
期
借
以
前
は
、
四
割
を
附
加
す
る
こ
と

　
　
　
一
第
四
期
借
以
前
は
、
五
割
を
附
加
す
る
こ
と

１
わ
が
国
惹
業
労
働
に
１
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
犬
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
立
命
館
経
済
学
（
１
第
一
巷
・
第
一
号
）
　
、
　
　
　
　
－
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
　
　
　
一
第
五
期
借
以
前
は
、
二
割
を
附
加
す
る
こ
と

　
一
、
奉
公
中
、
欠
勤
多
く
、
解
任
の
期
、
給
金
を
計
算
し
、
借
越
金
あ
る
と
き
は
、
請
人
に
於
て
埼
明
け
可
申
候
事

　
一
、
兵
役
若
く
は
病
気
等
に
て
途
中
暇
を
得
た
る
と
き
は
、
賞
与
金
分
配
如
何
は
、
貴
殿
に
相
任
せ
侯
事

　
　
　
右
定
約
為
後
日
、
誇
人
連
署
侃
て
如
件

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
　
　
町
　
　
（
村
）
　
　
番
邸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
人
　
○
　
○
　
○
　
○
　
＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
　
　
町
　
　
（
村
）
　
　
番
邸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
人
　
△
　
　
△
　
　
△
　
＠

　
浜
主
　
」
」
ぺ
」
殴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

　
右
の
条
項
中
、
と
り
わ
け
不
合
理
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
四
項
で
、
病
気
欠
勤
引
続
き
十
巳
以
上
の
場
合
を
除
い
て
、
病
気
そ

の
他
差
支
え
の
た
め
欠
勤
し
た
場
合
、
そ
の
日
割
日
当
よ
り
二
割
加
算
し
て
控
除
せ
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
ぴ
、
第
十
六
項
で
、
誓
約

若
く
は
定
約
に
違
背
し
て
解
雇
せ
ら
れ
、
叉
は
正
当
の
事
由
盾
く
本
人
か
ら
解
約
し
た
と
き
は
、
借
越
金
（
こ
れ
に
っ
い
て
は
、
後
途

参
照
）
額
に
、
二
割
乃
至
五
割
を
増
額
し
て
、
直
ち
に
返
済
す
べ
し
と
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
類
似
の
規
定
は
、
な

お
、
他
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
愛
媛
県
下
多
喜
浜
地
方
に
お
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
，
一

　
『
事
由
の
何
た
ろ
を
問
は
ず
、
契
約
期
間
の
中
途
よ
り
勤
携
を
欠
く
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
勤
務
に
係
る
賃
銀
は
、
総
て
七
割
勘

　
定
た
る
こ
ど
と
せ
り
」



　
）

　
北云

六
と
い
う
が
如
き
、
叉
、
山
口
県
下
三
田
尻
地
方
に
お
い
て
、

　
『
浜
子
及
釜
焚
は
、
自
分
自
已
の
為
め
、
半
途
よ
り
逃
走
、
叉
は
都
合
に
て
解
雇
を
乞
ふ
と
き
は
、
給
額
三
割
引
と
な
り
て
も
、

　
異
議
申
出
ざ
る
こ
と
」

　
７
）

　
２云

々
と
あ
る
如
き
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
で
あ
る
つ

　
こ
の
よ
う
な
、
何
人
が
考
え
て
も
、
不
合
理
過
酷
と
し
か
思
え
ぬ
条
項
が
あ
る
の
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
契
約
書
が
、
経

営
者
本
位
に
作
成
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
他
の
産
業
分
野
に
あ
っ
て
は
、
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
し
か
し
、
経
営
者
側
か
ら
い
わ
す
れ
ば
．
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
　
１
て
、
欠
勤
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
叉
、
契
約
違
反
、
若
く
は
故
な
く
労
働
者
が
解
約
す
る
こ
と
を
予
防
し
、
以
て
、
生
産

を
支
障
な
く
逐
行
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
に
相
違
な
い
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
自
已
本
位
の
、
勝
手
な
取
り
極
め
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
リ
て
し
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
あ
え
て
、
こ
う
い
う
不
合
理
な
取
り
極
め
が
な
さ
れ
得
た
事
実
か
ら
、
塩
業
経
営
者
と
そ

の
労
働
者
と
の
間
に
お
け
る
、
封
建
的
隷
属
関
係
の
力
強
さ
の
一
端
を
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
塩
業
経
営
に
必
要
と
す
る
労
働
者
は
、
地
許
近
村
の
農
民
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
農
家
と

し
て
は
、
巧
て
の
ほ
と
ん
ど
が
、
他
に
適
当
な
余
剰
労
働
力
の
捌
け
口
を
得
難
い
の
と
、
更
に
は
、
塩
業
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
る
賃
銀
を
以
て
、
家
計
の
大
き
な
補
い
と
す
る
必
要
の
あ
る
人
六
で
あ
る
た
め
、
彼
等
と
し
て
、
い
き
お
い
、
経
営
者
に
対
し

て
、
隷
属
的
関
係
に
お
か
れ
勝
ち
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
さ
き
に
も
；
貢
し
た
通
り
、
契
約
そ
の
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

て
は
、
一
◆
毎
、
若
く
は
、
更
に
よ
り
短
期
な
期
間
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
緒
局
は
、
そ
れ
が
、
更
薪
せ
ら
れ
、
引
き
続
き
、
あ

る
い
は
断
続
的
な
が
ら
、
な
が
く
雇
傭
関
係
が
継
続
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
、
両
者
の
関
係
は
、
多
く
は
固
定
的
で
あ
り
、

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
号
）

延
い
て
は
・
蔓
的
と
さ
麦
っ
た
も
の
で
、
；
に
募
、
封
建
的
隷
属
的
関
係
の
胚
胎
が
指
摘
苫
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
き
に
引
例
し
た
よ
う
に
、
愛
媛
県
波
止
浜
地
方
の
如
き
に
あ
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
台

「
浜
大
工
一
親
方
一
は
製
塩
場
に
屠
宅
と
些
少
の
畑
地
を
給
苫
れ
、
家
族
美
に
常
住
し
、
製
塩
作
業
一
切
の
主
宰
を
為
し
、

殆
ん
ど
世
襲
的
」

　
　
　
　
　
　
）

で
あ
る
と
せ
ら
～
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
、
親
方
だ
け
で
な
く
、
一
般
労
働
者
の
す
べ
て
が
、
『
製
塩
場
に
居
宅
』
を
給
せ
ら
れ
、

「
家
族
と
共
に
常
住
』
す
る
こ
と
、
父
祖
数
代
に
及
ん
で
い
る
地
方
さ
え
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
あ
つ
て
は
、
製
塩
場
の
堤
上
に
、

彼
等
だ
け
の
墓
場
が
設
け
完
て
い
る
程
で
乳
。
こ
の
よ
う
に
、
製
塩
場
急
宅
菱
給
苫
れ
る
こ
と
は
、
頁
す
こ
ぶ
る
恩

恵
的
な
待
遇
と
考
え
ら
れ
、
且
つ
、
事
実
と
し
て
、
労
働
者
を
し
て
、
そ
の
よ
う
に
意
識
せ
し
め
ら
れ
き
て
い
る
が
、
か
な
ら
ず
し

も
、
そ
の
よ
う
に
ば
か
り
み
る
こ
と
は
出
来
ず
、
か
え
っ
て
、
経
営
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
、
塩
業
の
、
特

に
採
戯
部
門
に
あ
っ
て
・
天
候
に
左
右
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
急
変
の
場
合
等
に
あ
つ
て
、
特
に
拝
都
合
で
あ
り
、
全
体
と
し

て
み
て
も
、
そ
の
作
業
能
率
向
上
の
た
め
に
、
有
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
地
方
で
あ
つ
て
も
、

そ
こ
に
お
け
る
労
働
者
が
・
も
と
も
と
地
許
近
村
の
も
の
ば
か
り
か
と
い
う
に
、
却
つ
て
、
相
当
遠
隔
か
ら
の
出
稼
ぎ
の
人
六
が
土

着
し
た
の
が
、
か
な
り
多
い
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
・
塩
業
労
働
者
と
し
て
は
、
地
許
近
村
の
農
氏
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
は
い
い
な
が
ら
、
他
地
方
か
ら

の
出
稼
ぎ
も
亦
・
す
く
な
く
な
、
こ
の
た
め
、
経
営
者
と
し
て
は
、
製
塩
場
の
傍
ら
に
宿
舎
を
設
備
し
て
、
彼
等
に
提
供
す
る
。

こ
の
宿
舎
を
・
浜
子
部
屋
若
く
は
単
に
小
屋
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
が
、
ン
、
ｏ
構
造
は
も
と
よ
り
粗
雑
簡
易
な
建
物
で
あ
つ
て
、
た
だ
、

雨
露
を
凄
ぐ
に
足
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
労
働
者
が
雇
わ
れ
て
、
始
め
て
こ
の
小
屋
に
入
る
と
き
は
、
こ
れ
を
小



屋
入
り
と
称
し
、
特
定
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
酒
肴
が
供
せ
ら
れ
る
の
を
普
通
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
、
『
浜
子
心
得
』
な
る
も
の

が
申
渡
さ
れ
た
も
の
で
〔
尤
も
、
こ
の
『
浜
子
心
得
』
は
、
ひ
ろ
く
一
般
に
１
浜
子
一
同
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
、
閏
稼
ぎ
の

浜
子
だ
け
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
〕
、
こ
れ
は
、
一
種
の
主
従
固
め
の
契
約
と
も
み
る
べ
く
、
も
と
よ
り
、
封
建
色
ゆ
た
か
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
浜
子
心
得
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
す
こ
ぶ
る
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

よ
っ
て
、
次
に
、
そ
の
一
例
を
揚
げ
よ
う
〔
傍
点
は
新
ら
た
に
附
す
〕
。

　
『
　
　
　
　
　
　
　
三
原
浜
浜
子
心
得
定
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
●
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
ｏ
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
，
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
第
一
条
塩
浜
営
業
の
為
め
雇
入
る
る
一
切
の
人
員
は
、
世
間
一
般
の
人
と
異
な
り
て
、
従
事
以
前
に
其
の
給
金
を
貸
与
せ
ら
る

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
る
主
家
の
恩
沢
を
被
む
れ
る
に
依
り
、
其
の
契
約
の
期
間
、
螢
業
上
に
於
て
精
勤
す
、
へ
き
事

　
第
二
条
営
業
上
に
必
要
な
る
員
数
を
隈
り
雇
入
あ
る
人
員
な
れ
ば
、
一
日
一
人
た
り
と
も
、
欠
勤
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
忽
ち
営

　
　
　
　
　
業
上
差
問
を
生
ず
る
は
勿
論
な
れ
ば
、
万
一
病
気
其
の
他
不
得
止
事
故
あ
る
と
き
は
、
各
受
持
の
勤
務
に
耐
ふ
べ
き
相

　
　
　
　
　
当
代
人
を
以
て
せ
ん
こ
と
を
主
家
に
願
ひ
て
、
其
の
許
諾
を
得
、
欠
勤
以
前
に
差
立
る
事

　
第
三
条
本
人
死
亡
或
は
其
の
他
の
事
故
に
て
欠
勤
し
た
る
と
き
は
、
代
人
の
給
料
及
弁
償
す
べ
き
一
切
の
債
務
は
、
契
約
書
に

　
　
　
　
　
連
署
せ
る
本
人
の
父
兄
子
孫
叉
は
引
受
人
及
保
証
人
に
於
て
、
連
帯
代
償
全
納
の
責
任
た
る
事

　
第
四
条
　
〔
以
下
省
略
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

　
右
の
第
一
条
で
い
う
、
給
金
前
貸
を
以
て
、
「
主
家
の
恩
沢
』
呼
ぱ
わ
り
す
る
こ
と
が
、
如
何
に
、
そ
の
真
に
意
図
し
た
と
こ
ろ

と
逆
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
賃
銀
形
態
に
関
連
し
て
、
後
に
指
摘
す
る
が
、
第
二
条
に
い
う
、
欠
勤
の
場
合
、
あ
ら
か
じ

め
代
人
を
以
て
せ
ん
こ
と
を
「
主
家
に
願
』
出
て
、
そ
の
許
諾
を
得
た
上
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
、
近
代
的
雇
傭
契

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
ー
拍
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
犬
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
〇
〇

－
約
に
あ
っ
て
は
、
全
く
み
る
こ
と
の
ノ
し
き
な
い
、
封
建
臭
の
濃
厚
な
規
約
ノ
し
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
出
稼
労
働
者
は
、
そ
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
く
、
繁
忙
期
だ
け
働
い
て
、
閉
散
期
に
は
帰
郷
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
が
・
あ
る
い
は
・
更
に
他
臥
職
業
に
転
ず
る
も
の
も
絶
無
で
な
い
。
例
え
ば
、
愛
媛
県
下
大
島
の
諾
村
の
如
き
は
、
厚
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趾

は
・
広
島
県
等
の
製
塩
地
へ
出
稼
し
、
冬
期
に
は
、
転
じ
て
酒
造
業
労
働
者
と
し
て
出
稼
す
る
も
の
が
多
い
の
で
有
名
で
あ
り
、
関

係
諾
地
方
で
・
彼
等
を
呼
ん
で
「
大
島
者
』
と
い
う
程
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
、
こ
れ
ら
が
、
再
び
繁
忙
期
が
く
れ
ば
、
仕
事
を
求

め
て
塩
業
地
へ
や
つ
て
く
る
の
が
恒
常
的
で
あ
つ
て
、
し
か
も
、
多
く
は
、
あ
た
か
も
ツ
バ
メ
が
も
と
の
古
巣
へ
戻
つ
て
く
る
よ
う

に
・
そ
の
勤
め
先
を
一
定
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
等
の
経
管
者
に
対
す
る
関
係
は
、
た
と
い
期
間
雇
傭
で
あ
つ
て
も
、

あ
る
意
味
で
全
く
固
定
化
し
て
い
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
、
地
許
の
労
働
者
と
し
て
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
出
稼
者
の
う
ち
・
特
定
の
塩
業
経
営
者
の
下
に
、
土
着
し
て
、
全
く
世
襲
的
関
係
に
這
入
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
実
例
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
註
〕

　
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
〔
謹
〕
こ
こ
で
附
説
し
た
い
の
は
・
広
島
県
等
で
、
『
掌
市
』
な
る
呼
称
が
あ
る
こ
と
で
声
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
一
塩
業
組
織
調
査
書
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

　
　
労
銀
に
つ
い
て
製
嚢
者
と
労
働
者
と
が
蓉
し
て
髪
を
す
る
こ
と
、
と
説
明
し
て
あ
宗
、
そ
の
呼
称
か
ら
み
て
、
も
と
も
と
こ
う
し
た
性

　
　
　
質
の
も
の
で
あ
つ
た
か
・
ど
う
か
に
つ
い
て
簑
間
が
あ
る
。
私
見
に
よ
注
、
む
し
ろ
、
本
来
的
に
は
、
こ
の
『
浜
子
市
』
な
る
も
の
は
、
経

　
　
　
営
者
と
し
て
・
そ
の
必
要
と
す
る
労
働
者
を
獲
得
す
る
た
め
の
機
関
で
は
な
か
つ
た
か
と
恩
う
。
っ
ま
リ
、
こ
れ
は
、
よ
り
一
般
的
存
在
で
あ
る
、

　
　
　
い
わ
ゆ
る
『
奉
公
市
』
の
一
形
態
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
が
あ
つ
た
と
い
ろ
一
こ
と
だ
け
か
ら
み
て
も
、
経

　
　
　
営
者
と
労
働
者
と
の
関
係
は
・
一
応
固
定
的
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
筈
で
あ
り
、
時
代
の
経
過

　
　
　
と
共
に
・
ま
す
ま
す
・
そ
れ
は
・
薄
れ
て
行
く
傾
向
に
ー
あ
つ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
ろ
。
柑
西
光
速
氏
が
、
そ
の
著
「
下
総
行
徳

　
　
　
塩
業
史
」
で
『
雇
傭
人
夫
は
或
程
度
塩
田
操
作
に
修
熟
せ
る
こ
と
を
要
し
た
か
ら
、
他
郷
の
者
を
雇
入
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
』
　
〔
同
書
」
一
八

　
　
　
三
頁
〕
云
六
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
他
郷
の
老
を
雇
入
れ
な
い
理
由
と
し
て
は
、
わ
た
く
し
に
は
不
可
解
で
あ
る
。
け
だ
し
、
他
郷
の
者
で
も
、



　
　
か
ら
操
作
に
修
熟
で
き
ぬ
と
か
、
し
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
も
行
徳
で
は
と
も
か
く
、
塩
業
労
働
で
の
閏
稼

　
　
は
、
か
な
ら
ず
し
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
地
方
で
の
『
他
郷
の
者
を
雇
牝
な
い
』
事
由
に
っ
い
て
は
、
別
に
考
え
て
み
な

　
　
く
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
。
な
拍
、
こ
こ
で
、
地
方
に
１
よ
つ
て
は
、
他
地
方
か
ら
の
出
稼
人
を
『
他
所
人
』
又
は
『
よ
そ
も
ん
』
な
ど
と
呼
ん
で
、

　
　
地
許
人
に
１
対
す
る
の
と
、
傭
役
方
法
を
多
少
異
に
ー
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
、
か
な
ら
ず
し
も
蛇
足
で
な
か
ろ
う
。

　
然
し
、
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
例
外
と
い
う
べ
く
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
塩
業
に
お
け
る
雇
傭
関
係
は
、
や
は
り
、
通
年
雇
傭

と
期
間
雇
傭
と
に
大
別
せ
ら
れ
、
前
者
と
し
て
、
親
方
に
限
ら
れ
、
後
者
は
、
爾
余
の
一
般
労
働
者
が
こ
れ
に
該
当
す
る
の
を
普
通

と
し
た
。
し
か
も
、
こ
れ
に
、
夏
期
繁
忙
期
だ
け
の
短
期
間
に
限
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
更
に
、
特
定
期
間
の
特
定
時
問
だ
け
の
全

く
の
臨
時
雇
の
も
の
と
、
そ
の
期
間
は
、
一
ケ
年
以
内
と
は
い
う
も
の
の
、
比
較
的
長
期
の
も
の
と
の
区
別
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
、
く
り
か
え
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
前
者
が
、
通
年
雇
傭
と
い
う
う
ち
に
も
、
多
く
は
、
そ
の
雇
傭
契
約
が
、
一
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
ら
ぶ
ん

年
毎
に
更
新
せ
ら
れ
、
労
働
者
の
頭
分
と
し
て
、
経
営
者
と
密
接
に
緒
び
つ
き
、
両
者
の
関
係
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、
世
襲
・
隷
属

的
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
後
者
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
事
情
は
、
時
と
し
て
、
ほ
ぽ
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
が
、

全
体
と
し
て
、
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
の
重
婁
な
一
面
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
塩
業
に
お
け
る
雇
傭
方
法
と

し
て
、
大
別
し
て
、
通
年
雇
傭
と
期
間
雇
傭
と
が
、
一
応
、
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
例
外
が
、
時
と
し

て
、
力
強
く
、
叉
、
時
と
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
に
し
て
も
、
持
続
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
尤
も
、
こ
こ
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
事
実
上
、
契
約
が
更
薪
せ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
通
年
雇
傭

の
如
き
に
あ
っ
て
、
雇
傭
契
約
が
、
一
ヶ
年
毎
に
更
薪
せ
ら
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
塩
田
小
作
契
約
そ
の
も
の
が
、
概
ね
一

ケ
年
を
期
間
と
し
、
且
叉
、
主
と
し
て
金
融
上
の
関
係
か
ら
、
塩
円
の
売
買
が
年
末
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
と
も
関
連

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
．
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
単
に
慣
例
上
そ
う
な
っ
て
い
る
と
だ
け
で
、
片
附
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
思
う
に
、
事
実
上
、

継
続
せ
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
雇
傭
契
約
を
一
ヶ
年
毎
に
更
新
し
た
の
は
、
決
し
て
、
労
働
者
側
の
希
望
で
な
く
、
雇
主
た
る
経
営

者
側
の
都
合
を
主
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
等
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ス
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
傭
条
件
を
自

已
に
有
利
な
ら
し
め
、
労
働
者
を
し
て
、
よ
り
忠
実
に
勤
労
さ
せ
得
る
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
可
能
と
さ

れ
た
こ
と
は
、
塩
業
労
働
鼠
係
全
般
を
通
じ
て
、
根
強
く
残
存
し
つ
づ
け
た
封
建
的
隷
属
関
係
そ
の
も
の
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
、

疑
問
の
余
地
が
な
い
と
思
う
。
一

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
関
係
が
、
ひ
と
り
、
経
営
者
と
労
働
者
と
の
間
だ
け
で
な
く
、
頭
分
の
労
働
者
（
親
方
）
と
、
一
般
労
働

者
（
子
方
）
と
の
間
に
も
亦
存
在
し
た
こ
と
は
、
す
ノ
し
に
；
日
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
明
確
に
示
す
も
の
は
、
親
方
と
し
て
、

子
方
の
雇
傭
・
解
雇
等
に
つ
い
て
一
任
せ
ら
れ
、
全
責
任
を
負
う
と
い
う
事
実
こ
れ
で
あ
る
が
、
更
に
、
一
層
注
目
す
べ
き
は
、
親

方
と
し
て
、
配
下
労
働
者
（
子
方
）
の
賃
銀
を
一
拮
し
て
、
経
営
者
よ
り
受
取
り
、
こ
れ
を
分
配
す
る
慣
行
が
、
す
く
な
か
ら
ぬ
地

方
で
行
わ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
口
県
下
南
前
浜
地
方
な
ど
に
つ
い
て
、

　
「
製
塩
業
者
各
白
、
直
接
に
上
浜
子
即
ち
庄
屋
（
親
方
）
に
、
採
賊
期
雇
人
夫
賃
銀
全
部
を
渡
し
、
庄
屋
は
、
各
労
働
者
に
対
し

　
支
払
を
為
す
も
の
と
す
」

　
り

云
棚
と
あ
る
如
き
は
、
そ
の
単
な
る
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
、
今
日
、
封
建
的
悪
弊
と
し
て
、
職
業
安
定
法

に
よ
っ
て
、
厳
禁
せ
ら
れ
て
い
る
頭
刎
ね
が
、
親
方
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
は
、
極
め
て
普
遍
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
当
然
の
こ
と
と

さ
え
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ン
、
こ
に
、
親
方
・
子
方
の
封
建
的
隷
属
関
係
が
、
当
然
に
叉
、
濃
厚
で
あ
っ
た
も

の
で
、
こ
○
た
め
、
親
方
は
、
労
働
者
と
し
て
、
一
応
、
他
の
一
般
労
働
者
と
同
列
に
、
経
営
者
に
雇
傭
せ
ら
れ
る
と
は
い
え
、
現



実
に
は
・
い
わ
ゆ
る
労
務
供
給
業
者
（
鶏
方
）
と
し
て
の
実
質
を
、
多
分
に
具
有
し
て
い
た
場
合
が
か
な
り
多
い
。
の
み
な
ら
ず
、

更
に
・
進
ん
で
、
彼
等
は
、
自
己
直
属
の
労
働
者
（
子
方
）
を
抱
え
、
こ
れ
を
率
い
て
、
経
営
者
に
対
し
て
、
全
く
白
己
の
責
任
に

お
い
て
・
・
全
作
業
を
請
負
う
と
い
う
、
文
字
通
り
の
労
務
供
給
業
者
（
親
方
）
た
る
場
含
も
あ
る
。
こ
の
場
合
と
も
な
れ
ば
、
も
は

や
・
個
六
の
一
般
労
働
者
（
子
方
）
は
、
経
営
者
と
は
直
接
の
雇
傭
関
係
は
持
た
ず
、
彼
等
の
雇
傭
関
係
は
、
そ
の
親
方
た
る
も
の

と
だ
け
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
至
っ
て
、
親
方
の
子
方
に
対
す
る
、
統
制
．
支
配
は
、
一
層
徹
底
し
た
も
の
と
な

り
・
別
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
子
方
の
親
方
に
対
す
る
封
建
的
隷
属
関
係
は
、
一
層
緊
密
化
せ
ら
れ
る
の
は
、
け
だ
し
、
当
然
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
親
方
に
よ
る
全
製
塩
作
業
の
請
負
の
彩
式
は
、
塩
業
経
営
が
株
式
会
社
と
い
つ
た
近
代
的
な
経
営
組
織
に

進
ん
だ
後
に
あ
っ
て
も
、
な
お
、
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の

交
錯
事
借
と
し
て
、
な
お
、
後
に
、
や
や
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
最
後
に
、
雇
傭
方
法
に
関
連
し
て
、
労
働
者
養
成
方
法
に
つ
い
て
、
若
千
を
補
説
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
こ
れ
は
、

い
わ
ば
一
種
の
徒
弟
制
度
と
も
い
う
べ
き
仕
方
を
以
て
な
さ
れ
、
そ
こ
に
、
亦
、
当
然
に
、
親
方
子
方
的
な
封
建
的
隷
属
関
係
が
う

か
が
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
特
別
な
定
法
と
い
う
ぺ
き
も
の
を
欠
く
が
、
慣
行
と
し
て
、
例
え
ば
、
岡
山
県
下
野
崎
浜
等
に
あ
っ
て
、

　
「
往
時
に
於
て
は
、
年
齢
十
五
六
歳
の
頃
よ
り
、
炊
ぎ
と
称
し
て
、
各
浜
人
夫
の
小
使
と
し
て
雇
入
れ
ら
れ
、
此
の
間
、
浜
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
±
な
ゑ

　
し
て
の
労
役
順
序
等
を
習
得
し
、
約
二
年
に
し
て
、
杷
恵
と
称
す
る
も
の
に
進
み
、
相
当
人
（
親
方
）
の
指
揮
を
う
け
て
、
潮
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
の
灌
濁
其
の
他
に
任
じ
、
夫
れ
よ
り
漸
次
、
差
浜
子
・
上
浜
子
叉
は
釜
焚
を
経
て
、
相
当
人
に
進
む
』

と
い
っ
た
養
成
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、
ひ
と
り
こ
の
地
方
で
け
で
な
く
、
他
地
方
に
あ
っ
て
も
、
類

　
　
わ
が
国
撫
業
労
働
に
拍
け
る
封
整
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三



　
　
立
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学
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一
〇
四

を
同
じ
く
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
傾
向
と
し
て
は
、
次
第
に
、
こ
れ
が
弛
緩
し
て
い
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
山
口
県
下
福
浜
地
方
に
お
け
る
、
明
治
末
年
の
状
況
と
し
て
、

　
「
製
塩
従
業
者
養
成
に
関
し
て
は
、
別
に
施
設
の
見
る
べ
き
も
の
な
し
。
唯
、
従
来
の
慣
例
に
依
り
、
炊
き
（
下
浜
子
）
と
し
て
、

　
最
初
浜
労
働
に
従
事
せ
し
め
、
作
業
の
習
熟
に
従
ひ
、
各
塩
業
者
に
於
て
、
伎
禰
を
見
込
み
、
漸
次
上
脇
庄
屋
（
上
浜
子
）
等
に

　
使
用
す
る
に
止
ま
り
、
別
に
一
定
の
見
習
期
間
な
し
。
其
池
、
寄
女
・
沼
井
踏
等
は
、
約
ニ
ケ
月
位
練
習
と
し
て
、
無
給
と
な
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
作
業
を
了
得
し
た
る
上
、
使
用
す
る
こ
と
と
な
り
居
る
の
み
」

云
六
と
い
う
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
参
照
せ
ら
れ
る
。
短
期
日
な
が
ら
、
『
練
習
期
間
無
給
」
と
い
う
う
ち
に
、
わ
ず
か
に
、
徒

弟
制
度
の
遺
影
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
要
す
る
に
、
塩
業
に
お
け
る
労
働
者
の
養
成
法
と
し
て
も
、
封
建
的
な
い
わ
ゆ
る
徒
弟

制
度
の
域
を
出
な
か
っ
た
も
の
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
技
術
熟
練
者
と
し
て
の
親
方
の
指
導
に
侯
つ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
他
の
一
般
労
働
者
（
子
方
）
に
対
し
て
の
、
親
方
の
権
威
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
↑
現
物
給
与
制
に
お
け
る
封
建
性
　
塩
業
に
あ
っ
て
、
そ
の
賃
銀
彩
態
に
お
い
て
も
、
亦
す
く
な
か
ら
ず
封
建
性
が
み
ら
れ
る
。
一

般
に
賃
銀
形
態
を
分
っ
て
、
固
定
給
と
能
率
給
と
す
る
が
、
工
場
労
働
リ
〆
、
の
他
に
あ
つ
て
、
こ
の
両
者
の
併
用
が
ま
た
、
す
く
な
く

な
、
こ
の
事
情
は
、
わ
が
塩
業
労
働
賃
鉄
に
あ
っ
て
も
、
亦
同
様
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
、
り
〆
、
の
賃
銀
形
態
を
特
色
づ
け
る
も
の
で

は
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
塩
業
に
お
け
る
賃
銀
彩
態
に
お
け
る
封
建
性
を
、
根
強
く
残
存
せ
し
め
、
て
き
た
も
の
と
し
て
、
ま

ず
現
物
給
与
制
を
挙
げ
、
次
で
、
前
貸
制
及
び
歩
合
制
（
類
似
）
に
つ
い
て
も
、
若
千
空
言
及
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
こ
こ
に
、
現
物
給
与
制
と
い
う
ｏ
は
、
－
給
与
を
最
物
を
以
て
す
る
制
度
で
あ
る
が
、
塩
業
に
あ
っ
て
こ
れ
が
行
わ
れ
た
と
い
っ
て

も
・
か
な
ら
ず
し
も
、
純
粋
な
形
態
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ビ
塩
業
労
働
に
対
す
る
賃
銀
の
支
払
も
、
貨
幣
経
済
下
に
あ
っ
て
、



他
の
産
業
部
門
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
も
ち
ろ
ん
、
貨
幣
を
以
て
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
っ
て
は
、
米
を
以

て
せ
ら
れ
た
地
方
が
あ
り
、
叉
、
そ
れ
が
、
他
の
物
価
を
標
準
と
し
、
貨
幣
を
以
て
換
算
せ
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
最
も

多
く
は
、
米
価
を
標
準
と
し
て
そ
の
額
が
規
定
せ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
前
の
場
合
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
「
大
日
本
塩
業
全

　
～書

〕
に
石
川
県
能
登
半
島
甫
東
岸
地
方
に
つ
い
て
、
採
鮫
人
夫
一
人
当
り
年
額
三
斗
乃
至
一
石
二
斗
程
度
と
し
、

　
「
米
を
以
て
支
払
ひ
を
な
す
慣
習
な
る
を
以
て
、
賃
銀
の
計
算
は
支
払
当
時
玄
米
の
相
場
に
依
る
も
の
と
す
」

云
六
と
い
い
、
叉
、
煎
蒸
人
夫
に
つ
い
て
は
、

　
『
一
ケ
年
の
就
業
日
数
を
平
均
百
回
と
仮
定
し
、
玄
米
を
以
て
之
を
支
払
ふ
を
例
と
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

云
々
と
あ
り
、
叉
、
山
口
県
下
青
江
浜
地
方
に
関
し
て
、
「
塩
業
組
織
調
査
書
」
に

　
『
労
銀
の
支
給
は
、
昨
年
迄
は
米
給
に
し
て
、
三
ヨ
尻
浜
の
五
分
滅
に
し
て
、
同
村
内
花
中
塩
田
組
合
と
同
一
な
り
し
も
、
本
年

　
〔
明
治
西
十
五
年
〕
よ
り
給
金
と
為
し
た
る
を
以
て
」

云
六
と
あ
り
、
更
に
、
同
県
下
南
前
浜
塩
田
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
米
　
　
　
　
　
　
飯
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
升
　
　
　
　
　
　
　
升

　
『
庄
崖
一
ケ
月
に
付
　
　
　
九
五
・
○
　
　
　
　
・
七
二

　
　
上
脇
　
　
〃
　
　
　
　
八
三
・
六
　
　
　
　
　
・
七
二

　
　
三
番
　
　
－
　
　
　
七
六
・
○
　
　
　
　
・
七
二

　
　
追
廻
　
　
〃
　
　
　
　
七
ニ
ニ
一
　
　
　
　
・
七
二
」

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
賃
銀
を
、
一
応
、
給
米
・
飯
米
と
し
て
定
め
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
毎
月
の
馬
関
中
米
の
平
均
相
場
に
依
り
、

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五



　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
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・
第
一
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ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
一
〇
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

換
算
金
給
」
し
て
い
る
が
、
こ
れ
等
は
、
お
そ
ら
く
、
か
っ
て
、
米
給
で
あ
っ
た
も
の
が
、
金
給
に
お
き
代
え
ら
れ
る
過
程
に
あ
っ

た
も
の
と
推
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
？
）

　
『
人
夫
の
労
銀
は
、
米
給
本
位
な
る
も
、
実
際
の
支
給
は
、
毎
月
水
曜
日
の
下
関
市
中
米
平
均
相
場
に
依
り
、
換
算
金
給
』

せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
こ
の
地
方
に
限
ら
ず
、
な
お
多
く
み
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
徳
烏
県
大
桑
島
等
に
あ
っ
て
は
、

　
「
労
賃
決
定
方
法
は
、
大
体
浜
持
・
釜
焚
・
頭
梁
・
坪
堀
（
沼
井
百
台
分
Ｊ
賃
は
、
白
米
一
升
八
合
、
玄
麦
一
升
二
合
を
支
給
す
る

　
の
定
め
に
し
て
、
其
の
価
格
は
、
毎
月
末
附
近
小
売
相
場
を
調
査
し
て
、
翌
月
分
の
賃
銀
を
決
定
す
る
の
方
法
」

　
　
９
）

　
　
３

に
よ
り
、
叉
、
同
じ
く
黒
崎
浜
で
は
、

　
「
労
銀
は
、
大
体
一
日
白
米
三
升
の
時
価
に
荷
三
銭
を
加
算
し
た
る
額
を
標
準
と
し
、
毎
月
末
の
時
価
に
依
り
、
之
に
掛
酌
を
加

　
え
て
、
翌
月
分
各
種
労
銀
を
決
定
す
る
の
例
に
し
て
、
叉
、
時
期
に
依
り
、
米
価
高
低
の
差
著
大
な
る
と
き
は
、
更
に
掛
酌
を
加

　
え
て
、
必
ら
ず
し
も
右
標
準
に
拠
ら
ざ
る
場
合
な
き
に
非
ざ
る
如
し
」

　
０
）

　
４云

六
と
い
う
よ
う
な
実
情
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
地
方
に
よ
っ
て
は
、
米
支
給
と
金
銭
支
給
と
を
併
用
し
た
も
の
も
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
労
銀
の
定
め
方
は
、
多
く
は
旧
慣

に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
標
準
を
定
め
た
理
由
な
ど
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
例
え
ば
、
兵
庫
県
下
の
新

浜
塩
田
に
あ
っ
て
は
、

　
「
労
銀
の
定
方
は
、
悉
く
習
慣
に
基
く
も
の
の
み
に
し
て
、
其
の
標
準
を
定
め
た
る
理
由
の
如
き
は
、
今
日
之
れ
を
知
る
に
由
な

　
く
、
且
、
最
も
複
雑
な
る
も
の
な
る
も
、
大
体
に
於
て
は
、
之
を
玄
米
支
給
と
金
銭
麦
給
と
の
二
に
分
て
り
」

　
Ｕ

４
云
六
と
前
提
し
て
、
米
支
給
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
日
く
、



「
玄
米
支
給

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
、
　
、
　
、
　
ち
　
、
　
、
　
、
　
、

止
以
絆
争
｛
、
旧
償
に
依
り
支
給
す
る
も
の
に
し
て
、
其
の
根
拠
拉
擦
準
は
明
な
ら
ず
。
其
麦
給
方
法
は
、
本
事
務
所
に
於
て
雇

主
に
予
て
交
付
し
置
け
る
給
米
券
屋
り
・
菩
通
毎
月
譲
一
マ
恥
是
圭
箒
吉
雇
人
に
纂
給
付
す
。
其
の
給
額
左
の

如
し
。

奉
公
人

昼
釜
焚
夫

夜
釜
焚
夫

Ｒ
一
雇

浜
子

〃
毎
日

煎
熱
日
に
限
り

労
働
し
た
る
日
に
限
る

支
給
せ
ず
」

玄
米

　
〃

〃〃

一
升
一
合

　
升
一
合

　
升
ご
合

九
合一

升
一
升
一
合

釜
の
大
さ
七
尺
に
一
丈
迄
の
も
の

右
以
上
の
も
の

釜
の
大
さ
七
尺
に
．
一
丈
迄
の
も
の

右
以
上
の
も
の

●

云
六
と
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
物
給
与
も
、
稀
に
は
、
塩
を
以
て
し
た
。
例
え
ば
、
若
手
県
北
部
の
諾
村
に
あ
つ
て
は
、

　
「
賃
銀
は
専
売
前
に
於
て
は
、
其
日
の
煎
敷
一
当
番
の
共
同
者
よ
り
酒
食
を
供
せ
ら
る
る
の
み
な
ら
ず
、
筒
二
駅
熟
毎
に
直
に
其
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

塩
二
斗
を
交
附
し
、
賃
銀
に
換
へ
」

　
た
と
い
う
一
な
お
、
金
銭
支
給
の
場
含
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
櫟
準
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
米
価
に
限
ら
ず
、
地
方

に
よ
っ
て
は
・
塩
価
を
以
て
し
た
。
も
と
よ
り
、
旧
慣
に
依
る
も
の
ノ
し
あ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
、
兵
庫
県
下
新
浜
地
方
に
お
け
る
が

如
き
が
、
ン
、
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
如
し
。

　
「
金
銭
支
給

　
此
の
給
与
は
・
定
法
に
依
る
も
の
に
し
て
、
毎
年
十
二
月
、
尾
崎
新
浜
両
塩
業
組
合
総
代
集
会
の
上
、
翌
年
分
の
定
法
を
議
定
す

　
　
わ
が
国
塩
桑
労
働
に
１
拍
け
る
教
望
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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る
を
慣
例
と
す
。
叉
、
其
の
基
礎
と
な
る
べ
き
価
格
は
、
毎
年
更
新
す
る
も
の
に
し
て
、
標
準
価
格
は
、
旧
慣
に
依
り
、
旧
江
戸

俵
（
差
董
二
斗
五
升
入
）
一
俵
の
価
格
を
採
り
、
専
売
実
施
前
迄
は
、
塩
問
屋
の
当
年
中
の
一
俵
当
り
平
均
売
買
価
格
に
拠
り
た

　
る
も
の
な
る
も
、
専
売
実
施
後
は
、
五
等
塩
の
賠
償
金
を
標
準
と
し
て
、
旧
江
戸
俵
の
価
格
に
引
直
せ
り
」
云
六
と
。

尤
も
、
こ
の
場
合
の
換
算
は
、
相
当
複
雑
且
つ
免
倒
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
必
要
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

　
『
旧
江
戸
俵
は
、
差
塩
に
し
て
、
之
と
同
一
な
る
も
の
な
き
を
以
て
、
今
日
の
真
塩
の
等
外
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
之
に
苦
汁

　
の
合
有
し
た
る
重
量
を
耕
酌
し
て
、
其
の
一
升
当
り
重
量
を
二
百
七
十
匁
と
し
、
之
に
江
戸
俵
の
枡
量
三
斗
五
升
を
乗
じ
、
斤
数

　
に
換
算
す
る
と
き
に
は
、
五
十
九
斤
余
と
な
る
。
之
を
五
十
九
斤
と
し
、
更
に
、
其
の
年
に
於
け
る
五
等
塩
四
十
斤
菰
の
賠
償
金

　
よ
り
五
等
と
等
外
と
の
差
額
十
五
銭
を
控
除
し
た
る
も
の
に
、
五
十
九
斤
を
乗
じ
、
江
戸
俵
一
俵
の
価
格
を
算
出
し
た
る
金
額
に

　
厘
位
あ
る
と
き
は
、
計
算
の
便
宜
上
慣
例
に
依
り
、
厘
位
以
下
切
捨
て
居
れ
り
。
而
し
て
、
此
の
方
法
に
依
り
算
出
し
た
る
明
治

　
四
十
五
年
度
の
基
本
価
格
は
四
十
七
銭
な
り
」

　
３
）

云
杣
と
あ
る
。
金
銭
支
給
の
基
準
を
確
定
す
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
、
複
雑
・
免
倒
な
処
理
を
あ
え
て
行
っ
た
と
い
う
の
も
、
要
す

る
に
、
旧
慣
を
尊
重
し
、
こ
れ
に
従
う
の
を
本
旨
と
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
実
情
の
う
ち
に
も
亦
、
塩

業
労
働
に
お
け
る
賃
銀
彬
態
に
、
な
が
く
封
建
性
の
残
存
を
ゆ
る
し
た
ゆ
え
ん
の
一
が
見
出
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
広
島
県
下
瀬
戸
田
地
方
に
あ
っ
て
も
、
金
銭
麦
給
と
米
支
給
と
を
併
用
し
た
が
、
ン
、
の
方
法
に
至
っ
て
は
、
や
や
異

色
が
あ
る
　
す
な
わ
ち
、
金
銭
支
給
の
方
は
、
二
雇
傭
期
間
を
通
じ
て
、
全
労
働
者
を
、
ン
、
れ
ジ
、
れ
の
職
種
の
軽
重
に
従
っ
て
、
こ

れ
に
差
等
を
附
し
た
が
、
米
支
給
の
方
は
、
採
鹸
・
煎
熟
の
二
部
門
に
差
等
を
附
し
た
外
、
そ
れ
グ
、
れ
の
部
門
の
各
職
種
に
、
採
鮫
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

煎
襟
の
作
業
に
従
事
し
た
日
と
し
な
い
日
と
に
区
別
を
設
け
、
す
べ
て
同
額
を
支
給
し
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
通
り
で
あ
る
。



■

『
大
　
工

上
浜
子

指
浜
子

三
人
目

初
　
水

役
無
し

二
年
炊
き

山
出
炊
き

日
釜
焚

夜
釜
焚

金
銭
支
給

九
〇
円

八
〇

七
四

六
八

ム
ハ
三

五
六

五
〇

四
二
、

七
四

七
二

米
支
給

採
鹸
に
従
事
し
た
乱
日
は
白
米
一
升
、
ユ
、
の
他
の
日
に
は
七
合
五
勺
を
給
す

同同同同同同同

上上上上上上上

煎
熱
に
従
事
し
た
る
日
は
、
白
米
八
合
七
勺
五
才
、
ン
、
の
他
の
日
に
は
七
合
五
勺
を
給
す

同
　
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』

　
こ
の
よ
う
な
支
給
方
法
が
・
果
し
て
、
何
の
た
め
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
何
等
徴
す
べ
き
確
証
を
得
て
い
な
い
。
だ
が
、

推
川
に
し
て
許
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
、
塩
業
労
働
に
従
事
す
る
も
の
に
対
し
て
、
賃
銀
外
に
、
食
事

を
供
与
す
る
こ
と
の
行
わ
れ
た
名
残
り
で
は
な
い
か
と
思
う
。
け
だ
し
、
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
職
種
の
軽
重
に
応
じ
て
、
金
銭

給
に
差
等
が
附
せ
ら
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
が
、
す
で
に
、
こ
の
両
で
差
等
を
附
す
る
以
上
、
食
事
を
供
与
す
る
の
に
も
、
差
等

を
附
す
る
の
は
・
同
じ
職
場
で
協
力
し
て
働
く
労
働
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
当
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
の
考
え
か
ら
で

あ
ろ
う
一
尤
も
、
採
鹸
・
煎
熱
両
部
門
に
あ
っ
て
、
米
給
に
養
等
が
あ
る
の
は
、
一
方
が
他
方
よ
り
、
幾
分
過
激
な
労
働
と
み
ら
れ

た
結
果
で
あ
ろ
う
と
解
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
米
給
に
し
て
も
、
採
賊
・
煎
熟
に
従
事
し
な
い
、
「
・
一
、
の
他
の
日
」
の
そ
れ
が
、
両
部

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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門
共
・
同
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
、
推
察
せ
ら
れ
る
。
〔
二
に
い
う
、
『
そ
の
他
の
目
』
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
明
記
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
・
拍
そ
ら
く
、
採
鹸
・
煎
蒸
の
た
め
の
、
準
傭
作
業
若
く
は
附
随
作
業
と
い
つ
た
雑
作
業
に
・
従
事
す
る
目
を
い
う
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
１
言
及
し
た
通
り
、
直
接
の
採
戯
・
煎
熟
作
業
以
外
の
、
こ
の
種
の
作
業
も
、
な
か
な
か
繁
雑
多
方
面
に
互
つ
て
い
た
の

で
あ
る
〕
。

　
以
上
の
よ
う
な
推
測
を
、
事
実
上
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
現
物
給
与
と
し
て
、
米
以
外
に
、
副
食
物
も
亦
給
与
せ
ら
れ
た
事
例

が
・
決
し
て
稀
で
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
広
島
県
下
竹
原
地
方
に
あ
っ
て
は
、
給
金
及
び
心
付
金
の
外
に
、

　
「
大
工
一
日
米
一
升
、
上
浜
子
以
下
一
日
米
七
合
五
勺
及
び
副
食
物
と
し
て
、
味
槍
醤
湘
を
現
品
に
て
給
与
す
。
荷
採
鹸
日
に
は
、

　
大
工
以
外
の
従
業
者
に
対
し
、
一
日
米
二
合
五
勺
の
増
米
を
給
し
、
且
五
銭
乃
至
七
銭
の
持
浜
酒
手
を
給
す
」

　
　
　
　
　
　
）

る
慣
例
で
あ
り
蛎
・
愛
嬢
県
下
多
喜
浜
地
方
な
ど
に
あ
っ
て
も
亦
現
物
給
与
と
し
て
、
金
銭
給
以
外
、
味
暦
醤
湘
．
漬
物
等
を
給
与
し

　
）た

榔
な
お
・
兵
庫
県
下
の
赤
穂
地
方
で
も
、
古
く
は
、
釜
焚
に
対
し
て
、
前
一
蒸
に
従
事
中
、
毎
月
、
味
晦
．
醤
油
．
漬
物
の
三
品
を

給
与
し
た
が
・
明
治
六
年
に
至
っ
て
、
．
こ
の
よ
う
な
環
物
給
与
を
廃
し
、
「
三
品
代
」
と
称
し
て
、
金
銭
を
以
て
支
給
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
４

改
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　
さ
て
・
以
上
の
よ
う
な
食
事
供
与
、
若
く
は
現
物
支
給
は
、
往
六
に
し
て
、
あ
た
か
も
、
経
営
者
の
労
働
者
に
対
す
る
恩
恵
と
観

ぜ
ら
れ
、
そ
こ
に
、
両
者
間
に
お
け
る
関
係
の
封
建
性
が
意
義
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
思
う
。
す

く
な
か
ら
ぬ
地
方
に
あ
っ
て
、
「
祝
儀
』
・
『
酒
手
』
等
六
と
い
っ
た
名
目
を
以
て
支
給
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
物
語

る
も
の
に
外
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
、
こ
の
よ
う
な
給
与
も
、
実
質
的
に
み
る
以
上
、
労
働
に
対
す
る

報
酬
と
し
て
の
賃
銀
た
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
あ
え
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
広
島
県
松
永
地
方
に
関
し
て
、
「
大
日



本
塩
業
全
書
」
は
、
明
治
三
十
六
年
を
平
年
作
の
標
準
年
と
し
て
、
次
の
如
き
賃
銀
表
を
揚
げ
、
こ
の
地
方
に
あ
っ
て
、
賃
銀
の
外

に
・
給
与
と
し
て
・
「
飯
米
代
」
・
一
味
曾
代
」
・
「
酒
代
」
・
．
「
臨
時
酒
代
」
等
の
諾
項
目
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
明

と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
■
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
■
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
■
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
『
表
中
、
飯
米
以
下
は
、
其
名
に
於
て
賃
銀
範
囲
外
の
如
く
な
る
も
、
其
実
、
既
往
久
し
き
習
慣
法
に
て
、
殆
ん
ど
一
種
の
賃
銀

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
に
等
し
き
関
係
を
有
す
』

　
　
　
　
　
　
　
８
）

　
　
　
　
　
　
　
４

云
戊
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
塩
田
＝
戸
前
及
別
一
町
七
段
九
畝
十
三
歩
（
五
荷
浜
）
の
採
醐
に
要
す
る
八
夫
の
種
類
・
名
称
．
員
数
及
ぴ
賃
銀
表

種
類

常
　
雇

浜
　
子
、

名
　
　
称

大
　
　
　
工

上
　
浜

子

差
　
浜

子

三
　
人

目

中
　
　
　
者

炊
　
　
　
き

員
数

」」 賃
　
　
銀

　
円

果
・
毫
八

九
・
一
二
六
〇

四
二
・
八
七
六

九
・
三
六
〇

一
毛
・
五
五
四

九
圭
ハ
○

三
五
・
四
一
一

九
・
衰
Ｏ

…
．
修

毫
．
峻

給

与

飯
米
代
　
　
味
槍
代

酒

代
扇
辮
棚

二
九
・
八
二
〇

七
・
二
八
○

元
・
函
〇

七
・
二
八
Ｏ

一
一
九
・
六
八
〇

七
・
二
八
○

元
・
謁
〇

七
・
二
八
Ｏ

元
．
四
唱

元
．
憎

三
・
一
窒

Ｏ
・
茉
Ｏ

三
・
二
金

Ｏ
・
宍
○

三
・
一
八
○

○
・
七
八
○

一
二
・
一
釜

Ｃ
・
七
八
○

三
．
尾

一
一
．
ぽ

円

六
・
〈
六
八

Ｏ
・
二
芸

六
・
雪
三

〇
・
二
妻

六
・
八
８

０
・
二
差

六
・
圭
…

Ｏ
・
二
妻

六
．
六
臓

六
．
虐

二
毛
く

一
．
一
一
伐

一
．
一
一
順

一
．
一
順

一
．
一
ぽ

一
．
一
序

計
八
九
・
公
一
元

手
六
窒

全
・
六
空

一
七
・
六
窒

宍
・
尭
一
一

；
・
六
窒

実
・
二
三
ハ

；
・
六
芸

七
二
．
幅

六
八
．
ぽ

一
人
当
賃
銀

円

一
〇
わ
・
垂
二
四

一
〇
一
・
三
八
六

九
六
・
二
全

九
三
・
九
三

圭
二
嵩

奈
・
宍
一

わ
が
国
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）



、

立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
号
）

二
一

１

給
　
　
　
　
　
異

計

一
人
当
賃
銀

種
類

名
　
構

貝
敷

賃
　
銀

飯
米
代
　
味
晴
代

酒
代
扁
辮
欄

円

円
ヨ
：
〇
四
　
、
－

円
二
・
二
四
０
　
１
一

月
－
〇
二
四
〇
　
１

円

常
雇
浜
子
臨
時
補
充

一

一
・
Ｏ
八
八
　
．
－

Ｈ

六
・
六
圭
　
、

円
六
・
杢
一

一

土
　
　
振

二
：
茉
○
・
琵
○

■

■

一
・
空
一
八
１

Ｏ
・
四
８
　
、

麦
・
四
突
○
・
六
差

一
六
・
；
一

臨
時
雇
浜
子

寄
せ
子

四
〇
・
一
一
元
一
ニ
ユ
窒

リ

Ｈ

呈
一
虐

四
ヤ
き
四
一
圭
圭

寛
・
二
完

沼
井
踏

；
・
ｏ
失
ｏ
・
四
蓋

－

■

丁
四
二
八
ｏ
．
宅
２

・
四
８
、

二
・
空
六
〇
・
五
妻

三
・
四
至

合
　
　
計

；
九

一
一
登
一
簑

元
・
衰
〇
一
二
・
三
〇

蓄
・
究
四
一
・
四
釜

；
共
六
八
　
１

菱
丁
宗
一
圭
・
菱
五

六
茜
共
妻

一
蓼
二
・
本
表
中
・
数
字
の
右
側
は
、
定
欝
ち
謡
朋
三
亡
帥
間
の
も
の
、
左
側
け
定
期
外
嚢
及
び
冬
期
地
場
普
請
に
要
し
た
る
も
の

　
　
　
　
　
　
を
示
す
。

　
　
　
　
二
、
採
鹸
総
目
数
は
百
七
目
で
あ
り
、
内
五
目
は
定
期
外
の
稼
業
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
定
期
外
稼
業
目
数
は
、
十
五
日
で
あ
り
、
内
、
持
浜
目
数
は
五
目
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
、
地
場
普
請
に
要
し
た
延
日
数
は
百
四
十
八
日
で
あ
つ
て
、
大
工
以
下
四
名
各
三
十
七
目
こ
れ
に
従
事
し
た
。

　
右
の
表
は
、
当
面
の
問
題
の
考
察
上
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
ン
、
の
主
な
点
を
い
え
ば
、
ま
ず
、
第
一

と
し
て
、
こ
の
場
含
に
あ
っ
て
も
、
正
規
の
賃
銀
の
外
に
、
給
与
の
名
目
で
「
飯
米
代
』
・
『
味
槍
代
』
．
『
酒
代
』
．
「
臨
時
酒
代
其

他
」
を
支
給
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
現
物
支
給
か
ら
進
ん
で
、
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
残
し
な
が
ら
、
金
銭
支
給
に
移
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
賃
銀
」
と
『
給
与
」
と
の
比
率
を
み
れ
ば
、
後
者
の
方
が
、
前
者
よ
り
蓬
か
に
多
い
も
の



（
中
者
・
炊
き
）
、
や
や
多
い
も
の
（
差
浜
子
ニ
ニ
人
目
・
常
傭
浜
子
臨
時
補
充
）
、
や
や
勘
い
も
の
（
大
工
．
上
浜
子
）
、
蓬
か
に
勘
い
も
○

（
土
振
・
寄
せ
子
・
沼
井
踏
）
等
に
類
別
せ
ら
れ
る
。
概
し
て
い
え
ば
、
「
臨
時
雇
浜
子
」
に
属
す
る
も
の
が
、
『
賃
銀
』
が
主
で
、

「
給
与
」
が
従
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
↓
常
雇
浜
子
臨
時
補
充
』
を
除
く
他
の
「
臨
時
雇
浜
ヱ
・
」
の
す
べ
て
に
、
「
飯
米
代
」
及
び

「
味
槍
代
』
が
全
然
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
然
の
緒
果
で
も
あ
る
。

次
に
・
賃
銀
額
が
一
常
雇
浜
子
一
の
方
が
・
“
臨
時
一
雇
浜
子
一
一
一
寄
せ
子
一
を
除
一
て
一
吉
、
全
面
的
に
責
こ
と
、
「
常
雇
浜

子
』
の
う
ち
で
、
上
級
者
ほ
ど
多
い
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
『
給
与
」
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
が
主
と
し

て
支
給
せ
ら
れ
る
「
常
雇
浜
子
』
に
つ
い
て
、
へ
え
ば
、
各
種
の
そ
れ
を
通
じ
て
、
上
級
・
下
級
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
全
く
な
い
こ

と
で
あ
る
〔
こ
の
理
由
如
何
に
１
っ
い
て
は
、
す
で
に
上
述
し
た
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４

　
な
お
、
「
大
日
本
塩
業
全
書
」
に
拠
り
、
若
千
、
前
揚
表
の
説
明
を
補
足
す
れ
ば
、
大
体
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
定
期
頸
相
朋
三
亡
Ｈ
中
は
、
一
定
賃
銀
の
外
、
一
巳
白
米
一
升
（
其
実
は
九
合
二
勺
）
、
．
味
暦
五
十
匁
を
給
与
し
、
持
浜
の
日
に
限

　
　
っ
て
、
こ
の
上
増
酒
手
を
給
与
す
る
。

　
　
定
期
外
に
は
、
実
際
就
業
の
巨
に
限
っ
て
、
前
段
の
区
分
に
よ
り
こ
れ
を
給
与
す
る
。

　
　
　
但
し
、
給
与
の
白
米
は
、
一
石
平
均
価
格
十
五
円
二
十
銭
、
味
暦
は
赤
味
暦
十
貫
匁
平
均
価
格
三
円
と
し
て
換
算
し
た
。

　
　
　
叉
、
常
雇
及
び
臨
時
補
欠
雇
の
増
酒
手
は
、
最
低
の
と
き
五
銭
五
厘
、
最
高
の
と
き
八
銭
五
厘
、
平
均
六
銭
八
厘
を
給
与
す

　
　
　
る
。
臨
時
雇
浜
子
に
対
し
て
は
、
酒
手
と
し
て
、
土
振
に
は
、
最
低
の
と
き
、
一
銭
六
厘
、
最
高
の
と
き
二
銭
二
厘
、
平
均

　
　
　
一
銭
九
厘
、
寄
せ
子
・
沼
井
踏
に
は
、
最
低
の
と
き
一
銭
三
厘
、
最
高
の
と
き
一
銭
七
厘
、
平
均
一
銭
四
厘
を
給
与
す
る
。

二
、
定
期
外
の
稼
業
に
対
し
て
は
、
常
雇
の
も
の
に
は
日
給
の
外
増
酒
手
と
し
て
五
銭
五
厘
を
給
与
す
る
。
酒
手
と
し
て
、
土
振
に

　
　
わ
が
国
蝦
業
労
働
に
お
け
る
卦
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
暑
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
　
　
は
・
一
銭
七
臥
・
寄
せ
子
・
沼
井
踏
に
は
一
銭
四
厘
を
給
与
す
る
〔
但
、
増
酒
手
を
給
与
す
る
は
、
持
浜
の
貝
に
・
限
る
〕
。

　
　
　
冬
期
地
場
普
請
等
の
雑
役
に
は
、
日
給
の
外
、
白
米
九
合
二
勺
、
味
暦
五
十
匁
を
給
与
す
る
〔
前
表
の
数
字
は
各
平
均
額
に
拠
る
〕
。

　
三
、
臨
時
酒
手
そ
の
他
は
Ｈ
、
旧
三
月
三
日
節
句
に
、
常
雇
浜
子
に
酒
手
七
銭
八
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
四
銭
、
ｏ
、
四
月
一
日
小

　
　
　
屋
入
に
、
常
雇
浜
子
に
同
上
七
銭
八
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
十
四
銭
、
嘗
、
旧
四
月
九
日
卯
ノ
日
、
稲
荷
祭
及
び
旧
六
月
一
日
、

　
　
　
旧
七
月
一
日
、
旧
八
月
一
日
に
、
常
雇
浜
子
の
み
に
、
同
上
白
米
一
杯
（
二
合
三
勺
）
代
三
銭
五
厘
、
酒
二
合
代
七
銭
八
厘
、

　
　
　
計
十
一
銭
三
厘
、
四
、
旧
五
月
五
日
節
句
に
、
常
雇
浜
子
に
同
上
七
銭
八
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
四
銭
、
固
、
七
月
十
五
日
盆

　
　
　
節
句
に
、
常
雇
浜
子
に
、
同
上
十
九
銭
三
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
、
十
銭
、
内
、
旧
八
月
十
五
日
八
幡
杜
祭
に
、
常
雇
浜
子
に
、

　
　
　
酒
二
合
代
七
銭
八
厘
、
肴
代
一
銭
九
厘
計
九
銭
七
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
、
肴
代
一
銭
、
伺
、
旧
八
月
二
十
八
日
明
神
社
祭
に
、

　
　
　
常
雇
浜
子
に
、
酒
代
十
九
銭
二
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
同
上
十
銭
ク
む
、
九
月
十
五
日
本
荘
隣
講
に
、
常
雇
浜
子
、
酒
二
合
代
七

　
　
　
銭
八
厘
、
肴
代
一
銭
九
厘
、
計
九
銭
七
厘
、
臨
時
雇
浜
子
に
、
肴
代
一
銭

　
　
　
　
　
但
、
こ
の
臨
時
酒
手
は
当
日
欠
勤
す
れ
ば
、
こ
れ
を
給
与
し
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
の
べ
た
よ
う
な
現
物
支
給
が
、
す
べ
て
、
旧
慣
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
情

は
、
古
く
か
ら
の
塩
業
地
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
時
代
を
遡
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
明
治
末
年
に
お
け
る
兵
庫
県
下
赤
穂
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

に
関
す
る
「
塩
業
組
織
調
査
書
」
の
記
述
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
は
、
「
明
治
四
十
五
年
度
定
法
」
と
し
て
、
例

え
ば
「
上
奉
公
人
〔
労
働
者
の
親
方
を
“
こ
の
地
方
で
、
こ
の
よ
う
に
．
呼
ぶ
。
す
な
わ
ち
『
年
期
雇
入
に
し
て
、
自
ら
作
業
に
従
事
す
る
傍
、
他
の

従
業
者
を
監
督
し
、
且
っ
製
塩
場
傭
付
器
具
機
械
の
保
管
の
責
に
任
ず
る
も
の
に
．
し
て
、
浜
の
頭
な
り
』
と
説
明
せ
ら
牝
て
い
る
〕
に
関
し
て
、

「
一
金
四
十
七
銭
也
、
元
四
匁
立
」
を
基
礎
価
格
な
り
と
し
て
、
そ
の
給
与
を
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。
目
く
、



『
、、

一
、

　
、一

、

種
　
　
目

給一
　
同
　
合

儒
　
　
枠

薪
け
持
浜
酒
手
ヵ
〕

持
　
　
酒

別
　
　
合

金力代代手力

　
　
　
　
　
金
　
　
額

　
　
　
　
元
二
百
五
十
匁

　
　
　
　
二
十
九
円
三
十
七
銭
五
厘

　
　
　
　
元
士
匁

　
　
　
　
一
円
四
十
一
銭

　
　
　
　
元
五
匁

　
　
　
　
五
十
八
銭

　
　
　
　
元
十
八
匁

　
　
　
　
二
円
十
一
銭
五
厘

但
し
　
　
元
二
十
匁

百
Ｒ
分
　
二
円
三
十
五
銭

四
十
九
銭
五
厘

　
　
　
　
計
三
十
六
円
三
十
三
銭
二
厘

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
元
十
ご
匁
四
分

　
一
　
年
分
酒
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
円
五
十
七
銭
五
厘

　
一
、
中
括
合
力
三
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
ｏ
，

　
５

云
人
と
、
一
見
し
て
、
給
金
の
外
、
何
等
か
の
説
明
が
な
く
て
は
、
そ
の
意
義
の
全
く
不
明
な
種
目
ば
か
り
で
あ
る
。
叉
、
『
元
何

－
匁
何
分
』
云
六
と
あ
る
如
き
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
そ
の
説
明
を
き
く
に
、
ま
ず
、
匁
分
に
つ
い
て
は
、

　
『
定
法
中
、
匁
分
と
あ
る
は
、
旧
貨
幣
の
称
呼
に
し
て
、
藩
政
時
代
に
於
て
は
、
銀
四
匁
を
以
て
一
両
と
し
、
一
両
に
塩
（
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
元
ノ
マ
マ
、
厘
ハ
匁
ノ
誤
カ
〕

　
俵
）
何
俵
と
し
て
、
取
引
し
た
る
も
の
な
り
。
定
法
の
初
に
、
四
十
七
銭
四
厘
立
と
あ
る
は
、
旧
江
戸
俵
一
俵
は
、
旧
幣
一
両
の

　
価
格
を
有
す
。
換
言
せ
ば
、
旧
貨
幣
一
両
の
価
格
は
、
現
今
の
四
十
七
銭
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
之
を
基
礎
と
し
て
、
藩
政
時

　
代
の
給
金
額
に
乗
じ
、
金
額
を
算
し
た
る
も
の
な
り
』

　
　
わ
が
国
衷
業
労
働
に
拍
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
立
命
館
経
済
挙
（
第
一
巻
・
第
二
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

云
点
と
あ
る
・
そ
し
て
、
右
に
あ
る
「
給
金
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
元
二
百
五
十
匁
」
と
あ
る
は
、
藩
政
時
代
の
年
額
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
『
金
二
十
九
円
三
十
七
銭
五
厘
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
右
の
よ
う
な
換
算
の
結
果
と
し
て
算
出

し
た
・
当
時
現
在
の
年
額
の
わ
け
ノ
し
あ
る
。
そ
の
他
の
、
各
項
目
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
次
の
通
り
！
、
あ
る
。
目
く
、

　
『
一
同
合
力

　
　
蘇
跡
除
～
…
於
む
伽
、
浜
人
は
白
ら
出
て
採
鹸
労
働
に
従
事
し
て
、
従
業
者
を
監
督
す
る
傍
、
其
の
補
助
を
為
し
た
る
も
の
な

　
　
り
一
之
を
合
力
と
い
う
一
後
年
に
至
り
之
を
廃
止
し
、
之
が
代
償
と
し
て
、
給
金
以
外
別
途
に
金
銭
を
支
給
せ
し
を
、
凡
そ
嘉

　
　
永
年
間
よ
り
定
法
中
に
組
入
れ
た
る
も
の
な
り
。
、

　
儒
枠
代

　
　
｝
和
阯
、
鶴
雌
ア
〃
鞄
公
人
専
属
の
仕
事
に
し
て
、
塩
を
量
る
と
き
は
、
心
ず
橋
枠
を
着
用
せ
し
め
た
り
。
右
は
、
現
品
支
給
な

　
　
り
し
を
、
嘉
永
年
中
よ
り
之
に
代
ふ
る
に
金
銭
を
文
給
す
る
こ
と
と
な
り
、
定
法
中
に
組
入
れ
た
る
も
の
な
り
。

　
薪
　
代

　
　
燃
料
に
石
炭
を
使
用
す
る
に
至
り
た
る
迄
は
、
凡
て
薪
叉
は
芝
を
用
い
た
る
も
の
に
し
て
、
使
用
し
た
る
薪
雁
は
、
従
業
者
の

　
　
所
得
と
し
て
、
自
家
に
消
費
又
は
売
却
し
た
る
も
、
石
炭
を
使
用
す
る
に
至
り
、
此
の
収
得
を
失
い
し
を
、
請
願
に
よ
り
、
文

　
　
久
二
年
よ
り
此
の
費
目
を
設
け
、
金
銭
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
り
た
る
も
の
な
り
。

　
　
〔
持
浜
酒
手
ヵ
〕

　
持
酒
手
、
但
し
百
目
分

　
　
持
浜
酒
手
は
年
末
に
支
給
せ
し
を
、
明
治
六
年
よ
り
定
法
中
に
組
入
れ
た
る
も
の
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
・
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
じ
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
．
　
　
、
　
　
．
　
　
、

　
　
百
日
分
と
あ
る
は
、
旧
慣
に
よ
り
採
戯
日
数
を
一
筒
年
百
日
と
定
め
た
る
に
よ
る
も
の
に
し
て
、
実
績
に
於
て
、
日
数
に
増
減



　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
■
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
あ
る
も
、
金
額
を
異
動
す
る
こ
と
な
し
。

　
別
合
力

　
　
明
治
二
十
年
迄
は
、
江
戸
俵
は
四
斗
入
な
り
し
を
、
二
十
一
年
に
至
り
、
之
を
三
斗
五
升
入
に
改
正
せ
り
。
改
正
に
よ
り
、
基

　
　
礎
価
格
低
下
し
、
従
業
員
は
其
の
収
入
を
滅
ぜ
ら
る
る
こ
と
と
な
り
、
物
議
を
醸
し
た
り
し
か
ば
、
旧
俵
と
の
差
の
十
分
の
一

　
　
　
　
〔
弄
カ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
、
、
、
、
、
、
、
、

　
　
却
ち
五
合
に
相
当
す
る
価
格
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
り
、
之
を
別
合
力
と
い
う
。
金
額
産
出
の
根
施
不
明
。

　
中
拮
合
力

　
　
一
ヶ
年
の
勤
務
の
成
績
良
妊
な
る
者
に
対
し
、
年
末
に
於
て
給
す
る
賞
与
金
に
し
て
、
最
高
を
四
目
五
十
銭
と
し
、
奉
公
人
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
人
に
対
し
、
六
円
を
限
度
と
す
。
』
云
六
と
。

な
お
、
「
年
分
酒
手
』
の
内
訳
と
し
て
は
、
「
奉
公
人
酒
手
内
訳
左
の
如
し
」
と
し
て
、

「
一

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

一
、

、
一
月
三
ケ
日
酒
手
　
　
　
　
元
五
匁
一
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
十
九
銭
九
厘

一
月
焚
　
　
元
一
匁
五
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七
銭
六
厘

初
浜
手
当
　
侃
筆
厘
　
一
始
め
て
凝
纂
手
す
る
と
嘉
与
す
一

鏡
　
代
　
憂
蝸
厘
　
一
同
上
一

塩
釜
祭
酒
手
　
侃
筆
厘
　
鳥
訂
一
瓢
謀
叶
封
肇
壕
繁
叩
一

盆
酒
手
　
書
醐
転
厘
一
盲
十
三
呈
給
す
一

祭
酒
手
　
書
肱
害
厘
一
十
月
十
五
曼
給
す
一

わ
が
国
塩
業
労
働
に
拍
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七



一
二
．
，

　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

云
友
と
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
煩
鎮
な
換
算
を
あ
え
て
し
て
、
遠
く
藩
政
時
代
の
旧
慣
を
依
然
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
事
実
は
、
如
何
に
も
、

旧
慣
の
墨
守
・
尊
重
の
因
襲
的
な
考
慮
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
余
り
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
そ
こ
に
お
け
る
賃
銀
形
態
そ
の
も
の
と
し
て
、
封
建
性
の
濃
厚
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
外
、
な
お
、
各
職
種
の
労
働
者
に
対
し
て
、
採
賊
・
煎
熟
の
両
部
門
を
通
じ
て
、
そ
れ
等
の
準
備
作
業
に
従
事
す
る
場
合
に
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５
２

も
・
そ
れ
ぞ
れ
の
名
目
を
以
て
、
金
銭
若
く
は
米
そ
の
他
の
物
品
を
給
与
し
た
。
規
約
の
概
要
を
摘
記
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
一
、
稼
夫
雇
人
堅
め
酒
は
、
白
米
五
合
代
と
酒
五
合
代
を
併
せ
遣
す
こ
と
。

　
一
、
土
井
取
り
は
、
酒
手
勇
一
人
に
付
、
酒
二
合
代
と
草
履
二
足
代
を
併
せ
遣
す
こ
と
。

　
一
、
釜
椿
へ
及
塩
仕
舞
、
併
せ
て
玄
米
六
升
九
合
と
す
。

　
一
、
台
盛
り
一
つ
前
に
付
、
日
雇
一
人
と
す
。
但
し
、
酒
手
は
酒
一
含
代
を
遣
す
こ
と
。

　
一
・
山
土
出
し
・
旦
展
三
人
と
す
。
卸
土
は
一
人
増
し
の
こ
と
。
但
し
、
酒
手
は
男
一
人
に
付
、
酒
二
合
代
を
遣
す
こ
と
。
．

　
一
、
石
出
し
、
日
雇
三
人
と
す
。
但
し
、
酒
手
は
山
土
同
様
の
こ
と
。

　
一
・
浜
鋤
は
・
四
人
前
に
付
・
日
雇
二
人
増
し
の
こ
と
。
但
し
、
酒
手
は
垢
一
人
に
付
、
酒
三
合
代
。
外
に
、
仕
舞
酒
二
合
代
併

　
　
　
せ
て
五
合
代
を
遺
す
こ
と
。

　
一
、
浜
子
豆
茶
一
人
に
付
、
白
米
三
合
を
遺
す
こ
と
。

　
一
、
垂
れ
粕
下
し
、
一
艘
に
付
、
白
米
一
升
代
を
遣
す
こ
と
。

　
一
、
天
気
都
合
に
依
り
増
し
鍬
を
引
く
と
土
一
一
は
、
男
一
人
に
付
、
白
米
二
合
代
を
遣
す
こ
と
。



　
一
、
奉
公
人
へ
毎
年
簑
笠
一
つ
宛
を
遺
す
こ
と
』
。
〔
以
下
省
略
〕

　
こ
の
よ
う
な
事
実
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
前
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
え
て
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
尤
も
、

以
上
を
総
括
し
て
、
こ
の
よ
う
な
お
く
れ
た
、
錯
雑
し
た
賃
銀
支
給
の
彩
態
は
、
全
体
と
し
て
、
次
第
に
整
理
せ
ら
れ
て
ゆ
き
、
単

一
化
の
方
向
え
進
ん
だ
。
だ
が
、
近
年
の
主
食
統
制
の
実
施
直
前
ま
ノ
し
は
、
な
お
、
す
く
な
か
ら
ぬ
地
方
に
あ
っ
て
、
米
の
給
与
が

金
銭
の
給
与
と
併
行
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、
羊
、
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
慣
行
の
力
が
、
．
相
当
大
き
く
作
用
し
つ
づ
け
て
き
た

こ
と
の
一
面
を
見
出
す
次
第
で
あ
る
。

　
ｅ
前
貸
制
に
お
げ
る
封
建
性
　
塩
業
労
働
の
賃
銀
形
態
に
お
け
る
封
建
性
を
、
よ
り
一
層
明
白
に
示
す
も
の
は
、
そ
こ
に
お
け
る
前

貸
制
度
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
浜
子
心
得
定
規
」
と
い
っ
た
も
の
の
冒
頭
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
■

　
『
塩
浜
営
業
の
為
め
雇
入
る
る
一
切
の
人
員
は
、
世
間
一
般
の
人
と
異
な
り
て
、
従
事
以
前
に
其
の
給
金
を
貸
与
せ
ら
る
る
主
家

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
の
恩
沢
を
被
む
れ
る
に
依
り
、
其
の
契
約
の
期
間
、
営
業
上
に
於
て
精
勤
す
べ
き
事
」

　
引云

姑
と
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
端
的
に
知
ら
れ
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
賃
銀
の
前
貸
を
以
て
、
「
主

家
の
恩
沢
へ
御
恩
一
』
な
り
と
し
、
こ
の
よ
う
な
恩
沢
（
御
恩
）
を
う
く
る
も
の
と
し
て
、
精
勤
（
奉
公
ソ
す
べ
き
こ
と
を
労
働
者
（
浜
子
）

に
求
め
、
そ
の
心
得
の
第
一
と
し
て
い
る
も
の
で
、
全
く
の
封
建
的
隷
属
関
係
が
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

制
度
は
、
か
な
り
ひ
ろ
く
、
各
地
に
普
及
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
実
施
の
方
法
に
至
っ
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
様

で
は
な
い
。
例
え
ぱ
、
前
揚
の
よ
う
な
「
浜
子
心
得
定
規
」
を
も
つ
広
島
県
三
原
浜
地
方
で
は
、
労
働
者
雇
入
期
間
は
例
年
、
三
月

一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
と
い
う
の
が
普
通
ノ
し
あ
っ
た
が
、
そ
の
賃
銀
の
支
給
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
『
期
間
中
の
給
金
に
対
し
、
五
歩
前
貸
、
一
歩
四
月
三
日
貸
、
二
歩
八
月
十
五
巳
貸
、
二
歩
満
期
渡

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
拍
け
る
茸
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錨
（
申
）
（
犬
山
）
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
一
一
弐

■



　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
晋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

　
と
な
せ
る
も
、
其
の
実
際
は
、
中
途
に
於
て
、
時
六
貸
渡
を
な
し
、
満
期
に
於
て
支
給
す
べ
き
残
額
存
せ
ざ
る
を
普
通
と
す
』

　
○

云
柵
と
。
右
に
お
い
て
、
「
貸
』
叉
は
「
貸
渡
」
と
あ
る
が
、
実
質
は
、
こ
れ
ら
は
、
賃
銀
の
分
割
払
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
「
主
家

の
恩
沢
』
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
浜
子
雇
入
定
規
』
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
の
う
ち
、
『
月

給
高
」
の
も
の
と
、
「
日
給
高
』
の
も
の
と
に
分
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
賃
銀
は
、
月
六
叉
は
、
日
毎
に
支
給
さ
る
べ
き

も
の
を
、
五
歩
の
前
貸
は
別
と
し
て
、
〔
む
し
ろ
、
’
拍
そ
ら
く
、
こ
の
『
前
貸
』
を
す
る
の
を
口
実
と
し
て
〕
四
月
．
八
月
．
十
月
と
い

っ
た
、
は
る
か
に
、
よ
り
間
隔
を
お
い
た
分
割
払
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
五
歩
の
前
貸
が
な
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
生
活
に
余
裕
の
乏
し
い
労
働
者
と
し
て
は
、
好
都
合
な
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
、
決
し
て
、

普
通
よ
り
も
余
分
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
な
く
、
こ
の
五
歩
の
前
貸
が
あ
る
代
り
に
、
そ
れ
だ
け
、
後
に
請
取
る
も

の
は
勘
い
の
で
あ
っ
て
、
後
に
は
、
か
え
っ
て
苦
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
次
の
雇
傭
期
が
待
遠
し
く
、
と
い
う
の

は
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
際
の
前
貸
が
待
遠
し
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
経
営
者
と
し
て
は
、
こ
の
点
を
利
用
し
て
、

前
貸
と
い
う
好
餌
を
以
て
、
労
働
者
を
引
き
つ
け
易
く
し
、
こ
れ
を
『
恩
沢
』
呼
ば
わ
り
し
て
、
ユ
、
の
精
勤
を
求
め
、
且
つ
は
、
そ

の
間
の
雇
傭
関
係
の
持
続
を
図
る
。

　
か
く
て
、
こ
の
前
貸
制
度
の
う
ち
に
も
、
塩
業
に
お
け
る
賃
銀
形
態
と
し
て
の
封
建
性
が
肴
取
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
．
事
実
と

し
て
、
こ
の
前
貸
が
借
越
と
な
っ
て
、
雇
傭
契
約
期
間
が
満
了
と
な
っ
た
場
合
、
次
期
雇
傭
の
手
附
金
視
せ
ら
れ
、
実
際
に
は
、
前

貸
が
次
期
に
繰
返
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
前
貸
制
度
な
る
も
の
は
、
労
働
者
を
経
営
者
に
緊
縛
す
る
連
鎮
の
役
割
を
も
っ
た
も
の

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
ｏ
前
貸
に
よ
っ
て
、
労
働
者
と
し
て
、
経
営
者
に
対
し
、
被
拘
東
感
を
抱
さ
れ
た
こ
と

は
、
争
え
な
い
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
、

し

■



　
『
其
の
年
の
ト
ニ
月
に
於
て
・
前
貸
金
と
称
し
、
庄
屋
十
五
円
、
上
脇
十
三
円
、
…
…
等
の
範
囲
内
に
て
、
現
金
を
貸
与
し
、
確

　
実
に
雇
入
契
約
の
成
立
す
べ
き
も
の
な
り
。
要
す
る
に
、
前
貸
金
な
る
も
の
は
、
一
種
の
手
附
金
に
外
な
ら
ず
』

　
５
）

　
５

云
六
と
い
っ
た
説
明
が
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
山
口
県
下
南
前
浜
地
方
に
関
し
て
、

　
『
浜
子
の
分
は
、
前
貸
と
称
し
、
雇
入
契
約
の
当
時
、
却
前
年
末
に
、
翌
年
労
銀
の
内
、
五
円
乃
至
十
円
の
支
払
を
な
し
、
梅
雨

　
貸
と
称
し
梅
雨
期
に
、
盆
貸
と
称
し
て
旧
盆
に
、
請
求
金
額
を
内
払
し
、
此
の
三
期
に
於
け
る
貸
与
額
は
、
労
銀
総
額
の
約
七
割

　
を
例
と
し
、
作
業
終
了
解
雇
期
に
於
て
、
総
計
算
を
為
す
」

　
６
）云

姑
と
あ
る
如
き
も
、
表
現
こ
そ
異
な
れ
、
実
質
は
前
例
と
全
く
同
じ
く
、
貸
与
と
い
う
の
が
、
決
し
て
、
貸
与
で
な
く
、
分
割
払

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
後
の
場
合
に
関
し
て
、
更
に
続
い
て
、

　
『
而
し
て
、
従
来
前
貸
を
受
け
た
る
儀
、
破
約
又
は
逃
走
し
、
従
業
せ
ざ
る
が
如
き
者
無
き
は
斯
界
に
於
け
る
美
風
な
り
と
謂
ふ

　
べ
し
」

云
六
と
譲
っ
て
い
る
の
は
、
果
し
て
、
ど
ん
な
も
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
き
に
、
雇
傭
契
約
に
お
け
る
封
建
性
に
関
連
し

て
説
明
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
誓
約
に
違
背
し
て
解
雇
せ
ら
れ
、
叉
は
、
正
当
の
事
由
な
く
し
て
、
本
人
か
ら
解
約
し
た
と
き
、
こ

の
借
越
金
額
に
、
二
割
乃
至
五
割
を
加
算
し
て
返
済
す
べ
し
と
い
っ
た
不
合
理
過
当
な
規
定
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
、
非
行
が
あ
っ

て
解
雇
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
の
氏
名
を
同
業
者
に
通
告
し
て
、
雇
入
れ
な
い
こ
と
を
申
合
せ
る
と
か
、
万
一
、
格
別
の
事
情
に
よ

り
、
他
に
借
越
金
あ
る
ま
ま
の
も
の
を
、
雇
入
れ
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
、
前
雇
主
の
認
諾
を
必
要
と
し
、
そ
の
賃
銀
の
如
き
も
、

本
人
に
支
給
せ
ず
、
前
雇
主
に
そ
の
隈
度
ま
で
渡
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
な
ど
、
す
べ
て
、
労
働
者
の
破
約
・
逃
走
・
不
従
業
と
い

っ
た
非
行
は
、
未
然
に
こ
れ
を
防
止
す
る
よ
う
な
手
段
が
あ
ら
か
じ
め
講
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
－
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

●



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
一
巻
・
第
一
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一

　
以
上
、
こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
前
貸
制
度
な
る
も
の
は
、
径
営
者
と
し
て
、
労
働
者
の
生
活
上
余
裕
に
乏
し
い
実
情
に
乗
じ
て
、

賃
銀
の
一
部
を
先
渡
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
拘
東
し
、
必
要
労
働
力
を
継
続
的
に
確
保
す
る
た
め
に
採
ら
れ
、
連
鎮
の
役

割
を
も
っ
た
巧
妙
な
手
段
で
あ
っ
た
。
ユ
、
し
て
、
ン
、
こ
に
、
塩
業
に
お
け
る
賃
銀
形
態
の
一
端
と
し
て
の
こ
の
制
度
に
も
、
亦
封
建

性
の
浸
透
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
や
や
も
す
れ
ば
、
こ
の
前
貸
制
度
を
以
っ
て
、

　
「
従
業
者
の
保
護
と
な
る
と
同
時
に
、
製
塩
者
に
於
て
も
、
労
働
者
使
用
上
の
確
実
を
期
す
る
を
得
べ
き
を
以
て
、
愛
方
の
便
利

あ
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

と
し
て
、
讃
美
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
上
来
の
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
到
底
賛
成
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
制
度
が
、
相

当
ひ
ろ
く
、
且
つ
永
く
慣
行
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
緒
果
と
し
て
拘
東
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
こ
の
よ
う
な
制
度
を
、
甘
受
せ
ざ
る
セ
得
ぬ
ほ
ど
に
、
労
働
者
の
生
活
に
余
裕
が
乏
し
か
っ
た
か
ら
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
は
、

彼
等
が
、
明
確
に
こ
の
制
度
の
実
質
を
、
こ
の
よ
う
に
意
識
し
た
か
、
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
全
く
別
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

労
働
者
が
、
こ
の
制
度
を
便
利
な
り
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
等
が
、

み
ず
か
ら
の
お
か
れ
た
境
遇
を
自
覚
せ
ず
、
こ
の
制
度
の
正
体
を
見
破
り
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
錯
覚
に
外
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
的
歩
合
制
（
類
似
）
に
お
げ
る
封
建
性
　
塩
業
労
働
の
賃
銀
形
態
を
問
題
と
す
る
に
当
っ
て
、
な
お
、
こ
＼
で
ど
う
し
て
も
注
目
を
怠

つ
て
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
こ
に
、
歩
合
制
の
存
否
如
何
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
、
わ
た
く
し
は
、
漁
業
の
賃
銀
形
態
に
お
け
る
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

建
性
に
、
も
っ
と
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
歩
合
制
に
つ
い
て
の
べ
て
お
い
た
。
そ
の
際
説
明
し
た
よ
う
に
、



こ
の
歩
合
制
な
る
も
の
は
、
漁
獲
高
の
多
少
に
応
じ
て
、
一
定
の
利
益
分
配
を
う
け
る
制
度
で
あ
る
。
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

近
代
的
賃
銀
彩
態
以
前
の
も
の
ノ
し
あ
る
と
は
い
え
、
実
質
上
は
、
こ
の
よ
う
な
分
配
利
益
も
、
ぬ
、
は
り
、
賃
銀
に
外
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
お
く
れ
た
賃
銀
彩
態
の
下
に
あ
っ
て
、
労
働
者
一
子
方
）
の
経
営
者
（
親
方
）
に
対
し
て
お
か
れ
た
関
係
は
、
き

わ
め
て
封
建
性
濃
厚
な
も
○
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
漁
業
労
働
の
特
質
が
そ
う
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

こ
こ
で
問
題
と
す
る
塩
業
の
賃
銀
形
態
の
如
き
に
あ
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

　
尤
も
、
実
質
的
に
み
て
、
こ
れ
に
幾
分
類
似
す
る
制
度
が
、
全
く
み
ら
れ
な
い
と
は
い
え
な
い
。
年
末
の
決
算
利
益
の
分
配
と
し

て
、
一
定
の
歩
合
を
以
て
、
日
常
の
賃
銀
以
外
に
、
労
働
者
に
分
配
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
岡
山
県
新
浜
地
方
に
行
わ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

に
よ
れ
ば
、
そ
の
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
一
、
年
末
決
算
利
益
金
の
総
額
の
一
分
を
、
そ
の
浜
の
総
常
傭
浜
子
に
平
等
に
分
与
す
る
。

　
二
、
同
上
四
分
は
、
こ
れ
を
親
方
に
給
与
す
る
。
親
方
は
、
そ
の
う
ち
二
分
五
厘
を
自
ら
収
得
し
、
残
弁
の
一
分
五
厘
は
、
こ
れ

　
　
　
を
更
に
他
の
常
傭
浜
子
に
分
与
す
る
。

　
三
、
尤
も
、
右
の
四
分
は
、
親
方
の
責
任
分
と
し
、
若
し
、
決
算
上
欠
損
を
生
じ
た
と
き
は
、
親
方
か
ら
総
損
金
の
四
分
を
出
金

　
　
　
さ
せ
る
。

　
右
に
よ
れ
ば
、
緒
局
、
総
利
益
金
の
う
ち
、
五
分
は
経
営
者
が
収
得
し
、
二
分
五
厘
宛
を
親
方
、
子
方
が
収
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

も
ち
ろ
〃
、
こ
の
場
合
、
子
方
の
数
は
多
数
で
あ
る
か
ら
、
各
個
一
人
Ａ
の
収
得
は
、
い
ち
じ
る
し
く
少
額
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
親
方
が
経
営
者
の
半
額
を
収
得
す
る
と
い
う
の
は
、
割
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
、
一
人
二
人

と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
問
題
の
場
合
に
お
い
て
、
製
塩
場
は
六
ヶ
所
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
仮
に
、
各
製
塩
場
に
一
人
づ
つ

　
　
　
わ
が
国
掠
業
労
働
に
１
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＝
二



　
　
　
立
命
館
経
済
掌
（
第
一
巻
・
第
一
晋
）
　
　
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四

の
親
方
が
い
る
と
す
れ
ば
、
親
方
の
収
得
は
、
経
営
者
の
そ
れ
の
十
二
分
の
一
と
な
る
。
親
方
が
、
製
塩
労
働
者
の
頭
首
と
し
て
、

そ
の
監
督
に
任
じ
、
装
塩
能
率
の
向
上
の
全
責
任
を
負
担
し
て
い
る
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
額
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
過
大
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
、
た
だ
、
子
方
一
人
六
の
収
得
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
蓬
か
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
親
方
は
、

欠
損
を
生
丁
た
と
き
に
は
、
同
じ
く
そ
の
四
分
を
出
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
は
掛
酌
を
要
す
る
。

叉
、
経
営
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
し
な
い
と
す
れ
ば
、
総
利
益
金
を
白
ら
収
得
す
る
の
に
反
し
、
こ
の
制
度
の
下

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
半
額
に
過
ぎ
な
い
。
単
純
な
考
え
方
を
以
て
す
れ
ば
、
如
何
に
も
、
経
営
者
が
寛
大
な
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
に
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
制
度
に
あ
っ
て
、
損
失
の
場
合
、
総
損
失
の
四
分
を
親
方
に
負
担

さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
経
営
者
と
し
て
は
、
大
き
な
危
険
転
化
で
あ
り
、
逆
に
、
親
方
と
し
て
は
、
大
き
な
危
険
負
担
で
あ
る
。
か

な
ら
ず
や
、
全
力
を
注
い
で
損
失
を
来
さ
な
い
よ
う
に
、
努
力
す
る
に
違
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
。
．
そ
の
利
益
が
少
し
で
も
多
い
よ

う
に
全
力
を
尽
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
か
く
て
、
非
常
異
変
等
が
な
い
限
り
、
ン
、
の
経
営
は
、
お
そ
ら
く
安
泰
と
い
え
よ
う
。
経
営
者

と
し
て
、
あ
え
て
、
一
見
寛
大
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
制
度
を
行
な
い
得
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
）

　
　
「
塩
業
組
織
調
衣
書
」
が
、
こ
の
制
度
を
評
し
て
、
『
大
に
労
働
者
の
奨
励
と
な
り
、
成
績
佳
良
な
る
が
如
し
〕
と
い
っ
て
い
る

・
の
は
、
一
応
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
制
度
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
、
避
く
べ
き
で
あ
ろ

、
つ
、
け
だ
し
、
そ
の
本
質
上
、
数
に
お
い
て
、
絶
対
多
数
の
一
般
労
働
者
に
対
し
て
、
少
額
の
分
配
を
与
え
る
こ
と
を
巧
餌
と
し
て
、

労
働
意
慾
を
刺
戟
し
、
生
産
向
上
の
成
果
と
し
て
の
総
利
益
金
の
多
く
を
、
経
営
者
、
更
に
は
、
労
働
者
の
親
方
が
収
得
す
る
と
い

う
仕
組
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
こ
れ
が
、
果
し
て
、
塩
業
経
営
上
理
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ど
う

か
も
疑
わ
し
い
、
若
し
、
果
し
て
、
ユ
、
う
だ
と
す
れ
ば
、
次
第
に
、
ン
、
れ
が
、
各
地
に
普
及
し
た
筈
で
あ
る
が
、
事
実
は
こ
れ
に
反



し
て
、
他
に
多
く
類
例
を
見
出
し
得
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
類
例
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
岡
山
県
下
味
野
の
一
経
営
者
の
実
施
し

た
と
こ
ろ
で
、
永
く
勤
務
し
、
そ
の
功
労
の
多
い
大
工
・
浜
子
等
の
幹
部
労
働
者
に
対
し
、
一
釜
屋
の
純
益
金
一
定
額
以
上
を
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６

得
た
場
合
、
各
利
益
金
額
の
百
分
の
三
を
こ
れ
ら
に
給
与
し
、
こ
れ
を
ン
、
の
配
下
の
労
働
者
に
「
適
宜
分
配
」
せ
し
め
た
と
い
う
。

「
塩
業
組
織
調
査
書
」
に
は
、
こ
の
組
織
に
対
し
て
も
、

　
「
一
、
従
業
者
が
収
益
の
分
配
に
与
る
を
以
て
、
値
励
業
に
従
い
、
労
働
の
効
果
著
大
な
り
つ

　
二
、
従
業
者
は
、
別
段
資
本
を
投
ぜ
ず
し
て
、
製
塩
収
益
の
分
配
に
与
る
を
以
て
、
常
に
誠
実
勤
旭
之
に
当
る
の
利
益
あ
り
。

　
三
、
地
主
（
謹
、
こ
の
場
合
、
地
主
の
直
接
経
営
で
あ
る
）
と
従
業
者
の
利
益
関
係
密
接
に
し
て
、
地
主
の
恩
恵
に
椅
頼
す
る
の
感
念

　
　
　
あ
る
よ
り
、
曾
て
争
議
不
穏
の
事
故
を
生
じ
た
る
こ
と
な
し
。

　
四
、
労
働
者
の
傭
入
及
労
銀
定
方
に
付
、
共
同
し
て
弊
害
の
防
止
に
勉
め
、
成
績
の
優
良
な
る
も
の
に
対
し
、
収
益
分
配
叉
は
契

　
　
　
励
金
を
与
ふ
る
は
、
労
働
経
済
上
利
益
少
な
か
ら
ず
』
（
以
下
省
略
）

　
刎

云
パ
と
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
か
か
る
制
度
が
、
増
産
期
待
の
意
欲
を

以
て
、
巧
み
に
、
労
働
者
の
心
理
を
と
ら
え
、
経
営
者
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
と
認
め
る
と
し
て
も
、
．

各
個
の
労
働
者
と
し
て
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
収
溢
の
分
配
も
、
親
方
の
一
方
的
意
思
に
基
い
て
「
適
宜
分
配
」
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、

と
す
れ
ば
、
経
営
者
乃
至
は
親
方
の
収
得
す
る
と
こ
ろ
に
比
較
す
れ
ぱ
、
お
そ
ら
く
比
較
に
な
ら
ぬ
少
額
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
、
な
お
、
右
に
似
て
、
や
や
非
な
る
事
例
は
、
次
の
よ
う
な
「
役
夫
奨
励
規
定
」
等
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
目

馴

く
、　

『
役
夫
を
奨
励
す
る
為
め
、
各
浜
其
年
の
生
産
費
を
調
査
し
、
総
浜
平
均
以
上
に
当
る
浜
の
役
夫
に
対
し
て
は
、
優
等
歩
と
称
し
、

　
　
わ
が
国
塩
業
労
働
に
お
け
る
封
建
性
と
近
代
性
と
の
交
錯
（
中
）
（
大
山
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



　
　
立
命
館
経
済
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第
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第
一
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一
二
六

　
平
均
以
下
に
当
る
浜
の
役
夫
に
対
し
て
は
劣
等
歩
と
称
し
い
左
の
金
額
を
分
与
す
る
も
の
と
す
。

　
　
食
塩
八
十
斤
入
三
百
五
十
俵
の
範
囲
を
以
て
、
其
の
年
の
状
況
に
依
り
、
俵
員
を
定
む
。
此
の
価
格
は
、
其
の
年
五
等
塩
の
賠

　
　
償
価
額
に
依
る
（
吠
代
を
除
く
）
（
第
一
条
）
。

　
釜
焚
を
奨
励
す
る
為
め
、
食
塩
八
十
斤
入
二
十
五
俵
の
価
格
を
、
其
の
年
石
炭
消
費
の
歩
合
に
依
り
優
等
歩
へ
賞
与
す
（
第
二
条
）
。

　
（
以
下
省
略
）
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
右
の
文
意
は
か
な
ら
ず
も
明
瞭
で
な
い
が
、
要
す
る
に
生
産
奨
励
、
経
費
節
約
の
両
面
に
お
い
て
、
成
績
優
良
の
も
の
に
褒
賞
の

意
味
を
以
て
加
給
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
賞
与
規
定
に
至
っ
て
は
、
類
例
は
す
こ
ぶ
る
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い

う
、
歩
合
制
そ
の
も
の
と
は
、
本
質
的
に
み
て
、
一
様
で
は
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

【
追
記
］
こ
の
拙
稿
の
前
半
は
、
さ
き
に
．
「
法
と
経
済
」
の
第
一
一
七
・
一
一
八
号
に
１
発
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
、
同
誌
が
「
立
命
館
法
学
」
と

　
「
立
命
館
経
済
掌
」
の
二
誌
に
１
分
れ
、
発
巖
的
解
消
を
す
る
こ
と
工
な
つ
た
た
め
、
こ
の
「
立
命
館
経
済
学
」
に
続
稿
を
発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
拍
、
後
半
全
部
を
卒
晋
に
登
載
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
残
り
は
続
載
の
予
定
で
あ
る
。

●

，




